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5.  民間など多様な主体の参画によるまちづくり展開のプログラム化 

4 章では、中山間地域の「強み」を強化するための地域資源の再評価と、「弱み」を克服するため

の都市住民や企業など、多様な主体との連携を強化するための事業形態について検討を行った。そ

の中で、新たなまちづくりを推進するためのプラットフォームやプラットフォーム組織が必要であ

ることが明らかとなった。 
4 章の中山間地域の SWOT 分析で明らかなとおり、中山間地域を取り巻く外部環境は、今後厳し

さを増すことが予想される中で、この「向かい風」に対抗するためにも、多様な主体との連携を推

進するための基盤となるプラットフォームやその組織化を行うことが、一つの重要な方向性と考え

られる。 
本章では、これまでの中山間地域まちづくりを推進する事業形態に関する検討を受けて、それを

プログラムとして展開していくための仕組みについて検討を行う。 
 

5.1. 新たなまちづくり展開プログラムの必要性 

5.1.1. 従来のまちづくりにおけるプロジェクトの推進 
従来のまちづくりにおけるプロジェクトは、主に行政主導による「理念先行型」、または「住民主

導型」のどちらかに大別される。それぞれの特徴と問題点は以下の通り整理出来る。 
 

(1) 「計画主導型」の失敗 
例えば従来型の行政主導によるプロジェクトにみられるように、計画立案段階で事業の理念や

終的に目指すべき姿を描き、それに向けて事業を推進するタイプである。この場合、多様な主体が

必ずしも理念や目指すべき姿を共有することが出来ず、結果として多様な主体の積極的な参画を促

すことが出来ない。また、社会を取り巻く状況やニーズが変化する今日において、計画段階で目指

すべき姿を設定することにより事業の硬直化を招き、状況の変化に合わせた柔軟な事業展開が難し

くなる。 
 

(2) 「住民主導型」の限界 
行政主導型のプロジェクトに対して、住民参加によるまちづくりの推進が行われてきたところも

ある。しかしながら、こうした活動は小規模でプロジェクトを推進するための様々なノウハウが十

分に備わっていない場合が多い。また、住民発により多様な活動は生まれるものの、活動相互の調

整や目指すべき方向性について合意形成がなされていない場合が多く、利害の対立などの問題を抱

えている事例も各地でみられる。 
 
「計画主導型」、「住民主導型」のいずれも、住民を含む多様な主体の発意によるプロジェクトを

展開しながら、地域全体として中山間地域の価値を守り育てる方向へと緩やかに導いていくことは

難しいと考えられる。 
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5.1.2. IBA エムシャーパークの事例にみるこれからのプロジェクトの推進のあり方 
「理念先行型」、「住民主導型」に替わる新たなプロジェクト推進方法の事例として、本調査では

ドイツの IBA エムシャーパークの事例を参考としながら検討を行う。 
 

(1) IBA エムシャーパークの背景と目的 
ドイツのルール工業地帯の中央部に位置するエムシャーは石炭や鉄の鉱床であったことから、19

世紀の産業発展に伴う石炭需要の増加により、工業地帯として急速な発展と繁栄を遂げた。第二次

大戦を境に、エネルギー源が石炭から石油に転換することを受けて、エムシャーは炭坑・工場の閉

鎖などが続き、地域は衰退の一途を辿ってきた。さらに、これまでの産業発展の影響により、近く

を流れるエムシャー川をはじめ、大気汚染や土壌汚染など、地域の環境破壊が も進んでいた地域

となってしまった。 
1989 年、産業用地の放棄、土地・水環境の汚染、高い失業率など深刻な問題を抱えるこの地域に

対して、NRW 州は EU 構造基金の支援を受けて、地域の問題克服に向けたプログラムを推進する

こととなった。この行政主導による基本戦略を地域に浸透させながら、地域の自主的な取り組みを

支援していくための組織として、NRW 州の 100％出資による 10 年間の期間限定の IBA エムシャ

ーパーク公社が設立された。 
 

(2) 事業の概要 
事業の主たる目的は、エムシャー地域をとりまく悪条件を克服するために国際建築展 IBA を開催

することであり、それを通して古い産業施設を改善し、自然環境を回復することにより、この地域

を経済発展の新しい立地場所として再生させるとともに、職住接近環境の価値を高めることを目標

とした。国際建築展 IBA の基本戦略は以下の通りである。 
・ 土地のリサイクル利用（産業遊休地の再利用）推進による都市的土地利用拡大の抑止 
・ 補修、改善、用途転換による建物や生産施設の耐用年数の向上／エコロジカルな建設理論に

よる新築 
・ エコロジカルな製品やエコロジカルな製造法に向けた、地域的な生産構造の転換 
具体的には以下の 7 つのテーマが設定され、各テーマに具体的なプロジェクトが含まれている。 
 
① エムシャー景観パーク 
② エムシャー水系システムのエコロジカルな改善 
③ 自然体験の場としての運河 
④ 歴史の証人としての産業記念文化財 
⑤ パークの中で働く 
⑥ 住宅の新設・既存住宅の近代化 
⑦ 社会的文化的活動のための新しい可能性の提供 

 
プロジェクトは、設計コンペ、事業コンペ、国際ワークショップなどの公募によって進められ、

公社はこうしたプロジェクトの掘り起こしのための広報活動や提案内容の選別、さらにはコンセプ

ト段階から実施までの間、プロジェクトのクオリティ向上のコントロール（QC）を行う役割を担っ

ている。したがって、公社自体は事業を実施するための組織ではなく、あくまでも多様な主体によ
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る事業をマネジメントすることを通して、地域の問題解決を図るための組織であると捉えることが

出来る。 
 

(3) 「マネジメント型」プロジェクト推進と事業のガイドライン 
我が国における従来の「計画主導型」や「住民主導型」の開発手法と比較して、エムシャーでの

取り組みは「マネジメント型」と呼ぶことが出来る。この「マネジメント型」では、事業全体の理

念や戦略は行政主導により立案されるが、個別のプロジェクトについては多様な主体の発意により

行われる。ただし、各事業主体にプロジェクトを任せるのではなく、その方向性と地域が目指すべ

き理念との整合性を図るとともに、目標達成に寄与するように事業の質をコントロールしている。

それにより、各事業主体の提案を尊重しつつ、全体として地域が目指すべき目標に向けて導いてい

くことが可能となる。 

理念

テーマ

個別プロ
ジェクト

質
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

理念・目標

テーマ

個別プロ
ジェクト

計画主導型（上→下）

多様な主体

マネジメント型

 

図 5.1 従来の「計画主導型」とエムシャーの「マネジメント型」の比較 

 
公社では事業の質をコントロールする上でのガイドラインとなる、以下の 5 つの原則を設けてい

る。 
① IBA に参加する活動は自由参加、自由意思による参加 
② 革新的な個人・小企業をなるべく奨励する 
③ プロジェクトの担い手への自由競争の導入 
④ 失業問題に対して効果のあること、エコロジー的な価値の追求 
⑤ 文化的美的次元、芸術的視点（ありきたりで内容が何も訴えるものがない、美しくな

い、醜いプロジェクトはあってはならない） 
 

(4) 組織体制 
エムシャーパークの事業推進主体は、10 年間の期間限定の従業員 30 名の有限会社である。この

組織を民間企業とした理由は、行政のしがらみに縛られずに自由に活動を行うことが出来、その成

果を厳しくチェックすることが出来るからである。また、従業員を 30 名に限定することにより、

組織としての理念を共通し、意見をまとめやすくするという意図があった。そのためには、公社の

業務内容を、ガイドラインに沿った事業のサポートに特化し、事業の運営は各事業主に委ねるとい

う方針を採用した。 
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しかし、こうした組織を設立したとしても、仮に事業主が IBA に参加しなければ、その事業主は

事業内容を自由に決定することが出来るため、公社は事業の質をコントロールすることが出来なく

なる。そのようなことを防ぐために、公社は事業主が IBA に参加することによるメリットを用意し

ている。その具体的な内容は以下の通りである。 
 
① 専門家のアドバイス 

IBA に参加する事業主は、公社がもつ専門家のネットワークにより専門的なアドバイスを受

けることが出来る。 
 

② アイデアの募集 
国際建築展を活用し、国際コンペなどによって事業計画のアイデアなどを募集することが出来

る。 
 

③ 「IBA プロジェクト」のブランドの活用 
IBA に参加する事業は、「IBA プロジェクト」のブランドを活用することが出来、それによっ

て社会的信用を得ることが出来る。さらに、公社が行ってきた広報活動により、国際的な関心を

集めることが出来る。 
 

④ 資金調達のアドバイス 
公社は、事業の補助金として、州や EU、国の助成金を受けるためのアドバイスを行うことが

出来る。 

 

図 5.2 IBA エムシャーパーク公社の組織体制 

このように、IBA エムシャーパーク公社は、小規模な組織形態でありながら、管轄する地域内で

行われる数多くの事業に関与し、その質を高めることが可能となるような仕組みを設けることによ

り、地域再生の中間支援組織としての役割を果たしていると言える。 

     後見人会 
            運営委員会      監査役 
 
 
             社長 
                        学術ディレクターズ 
         専務―広報担当者 
         （常設運営組織） 
                    専門部会 

１．産業関連 
２．ランドスケープ（景観）、水系など 
３．既成市街地再開発、住宅 
４．社会活動、文化活動、スポーツ活動 
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表 5.1 既存開発手法とエムシャー方式の比較 

項目 既存手法 エムシャー方式 

地域の将来像 計画年終了後における具体的イメージを作成

し、それに到達出来るように何をするかを時

間軸で検討する。 

目で見ることが出来るので、理解しやすい。

全体の計画年は示さず、当該地域の開発理念

（地域の社会的価値）を明確にし、それを達

成するためのガイドライン（重要な価値軸・

評価軸）と具体化可能な核となるプロジェク

トを示す。メタファーを共有。 

絵に表せないので、理解しにくい。 

地域をとりまく将

来に対する前提 

10 年間は現在の予測どおりに社会経済は動

くことを確信。資金的な調達も制約にならな

い。右上がりの量的拡大経済社会に適してい

る。 

10 年といえども将来はどうなるか不確定で

ある。財政的にも保証できない。そのため、

方向性だけは担保し、環境変化に対応出来る

体制で臨む必要がある。 

理念や価値観の共

有 

10 年後のあるべき将来像を共有する（具体的

な計画図やプログラム）。具体的なものとして

分割進行される。理念や価値観が当初は共有

されても、時間が経つにつれ、人が変わるの

で、薄れる。 

理念や価値観を共有する。そのため、推進母

体は、理念や価値をきちんと共有出来る規模、

人で構成。 

地域ブランドや地

域住民の誇りの醸

成 

多くのプロジェクトのひとつとして計画され

る。 

開発プロセス自身にブランド化、住民への啓

蒙を可能とする仕組みが組み込まれる。学習

過程の導入。 

プロジェクト間の

相乗効果 

計画の中でプロジェクトが分かれ、その中で

の効果的・効率的遂行がなされるので、なか

なか相乗効果が生まれない。生まれても意図

的なものではない。 

プロジェクトの計画段階で、 大限、理念や

ガイドラインに沿ったものにするための修正

が行われるため、一つのプロジェクトでも多

面的な相乗効果を生む。（例えば、歴史遺産の

修復プロジェクトでは、未熟練労働者に対し、

資格取得と合わせた就業の機会を与えたり、

女性の地位向上のために、女性だけを対象に

した建築コンペを開催するなど） 

地域住民の学習 多くのプロジェクトの一つとして計画される

か、学習はほとんど考慮されない。 

プロジェクトの計画から実施に至るまで、住

民の参加を促す仕組みをもっており、広報の

役割を重視している。 

外部との連携 多くはプロジェクトの一つとして提案、ある

いは個別プロジェクトの中で検討 

プロジェクトは地域外、世界の知恵を集める

ということで、コンペやコンベンション、ワ

ークショップを手法の中に意図的に取り入れ

ている。また、国内的に権威をもっている専

門家の応援チームもネットワークしている。

推進組織 事業推進をコントロールし、期日内に計画通

り事業を終えること。 

一般には第三セクターとなり、事業請負企業

などから利害関係者が集められるため、共通

の目的ではなく、派遣元への利益誘導型調整

機関になりやすい。 

計画が終わってもそのまま、形を変えて存続

する傾向がある。 

理念を共有するために、 大 20 人までの組

織とすることを明記。10 年間の目的遂行型時

限的組織。 

また、広報活動の重要性を組織としてもつ（例

えばヘッドは広報出身、大半の職員が広報担

当）。自らはプロジェクトを行わないが、コン

ペやワークショップ、広報などの支援や資金

の調達確保の支援を行う。 

組織はその地域で権威をもった人がバックア

ップして、監督している。 

プロジェクトの創

出 

計画に沿って、具体的プロジェクトを創り上

げていく。計画時点である程度のイメージを

している。 

逐次、課題を提示するとともに、各主体の意

思、アイデアで提案されるものを拾い上げ、

それを開発理念や価値観にあったエムシャブ

ランドに仕立て上げる（資金調達も含めて）。

ただし、骨格になる主要プロジェクトははじ

めから計画される。 

プロジェクトの透

明性 

できあがったものが提示される。 開発のプロセス自身を一般に公開（博覧会）

し、世に問う。これによって、情報の発信力

は高くなる。 

推進機関の価値 利害関係者の調整 プロジェクトに関係する公的インフラ整備の

優先順位や資金調達面での評価が高くなる。

自らは資金を分配しない。 
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5.1.3. 参考：（財）阿蘇地域デザインセンター（阿蘇 DC）の取り組み 
エムシャーパークの事例に類似する組織として、熊本県阿蘇地域にある（財）阿蘇地域デザイン

センターの取り組みを紹介する。 
 

(1) 組織の概要 
阿蘇地域振興ザインセンター（以後「阿蘇 DC」と呼ぶ）は、阿蘇地域内の連携を図り、地域振

興、,観光振興、環境・景観保全、情報発信等について広域で取り組む「中間支援組織」として、旧

阿蘇郡 12 町村と熊本県が 30 億円を出捐し設立された財団法人である。 
阿蘇 DC は、地域課題に対応する広域的な取り組みの提案、及び仕組みづくりを行う核的な存在

として、広域連携に関するソフト事業は阿蘇 DC がコーディネーターの役割を果たしながら推進し、

具体的な振興策は阿蘇地域における町村などの行政機関、広域行政事務組合などの各広域関係機関、

あるいは関係する民間団体などの地域住民と広範な連携を図り推進している。 

 
出典：阿蘇地域振興デザインセンター資料 

図 5.3 阿蘇地域振興デザインセンターの役割 

 

(2) 事業の概要 
阿蘇 DC では、多様な主体との連携により協議会などを設立し、図 5.4に示す 7 つのテーマと 12

のプロジェクトを設定し、地域振興を行っている。これらのプロジェクトは、阿蘇 DC が主体とな

って実施するものと、多様な主体により構成される協議会を設置し、阿蘇 DC がコーディネーター

として事業を推進するものに大別される。 
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出典：阿蘇地域振興デザインセンター資料 

図 5.4 阿蘇地域振興デザインセンターにおけるテーマとプロジェクト 

IBA エムシャーパーク公社と同様に、阿蘇 DC でも情報発信は組織の重要な役割として位置づけ

られている。阿蘇地域という一体的な広域の観光情報を発信するとともに、地域の魅力を観光客等

にアピールするために、各市町村と九州、海外をつなぐ窓口として観光協会連絡協議会を設置し、

阿蘇 DC から戦略的に情報発信を行っている。 

 
出典：阿蘇地域振興デザインセンター資料 

図 5.5 情報発信のフロー 
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5.1.4. エムシャーなどの事例の広域自治体タイプのまちづくり展開への応用 
4 章で述べたとおり、これからの広域自治体タイプにおける多様な主体の連携によるまちづくり

を推進するためには、住民主導の多様な取り組みを支援しながら、多様な主体の連携によりそれら

を発展し、中山間地域の価値に対する社会的な理解の醸成に向けたソーシャル・マーケティングを

推進することが重要である。 
その際に、中山間地域の価値の理解と共有化に基づく中山間地域まちづくりを推進するという戦

略と同時に、住民主導を含む多様な取り組みを支援しながら共通の目標へと導いていく仕組みは、

エムシャーの事例にみられる「マネジメント型」のプロジェクト展開と多くの共通点を見いだすこ

とが出来る。したがって、エムシャーパーク公社の仕組みなどをベースとすることにより、我が国

における中山間地域の新たなまちづくり展開の仕組みを構築することが可能と考えられる。 
また、事業の質という点からみた場合、中山間地域において多様な事業を推進する上でも、各事

業の質を担保することが特に重要である。中山間地域がもつ価値とは、市場経済の論理で図ること

の出来ないものである。事業が従来の経済性や収益性を過度に重視する場合、その行為が中山間地

域の価値を損なうことにつながるおそれがあり、結果としてそれが地域全体の価値を低下させ、ひ

いては地域内の事業の失敗を招くことが懸念される。このような状況を未然に防ぐためには、中山

間地域内で行われる事業の質を一定の基準以上に保つまちづくりを推進するとともに、出来るだけ

多くの事業がこのまちづくりに参加するためのしかけが必要となる。 
例えば、IBA エムシャーパーク公社が、各事業主が IBA に参加するためのインセンティブを設け

たように、事業主は IBA に参加することによるメリットを享受することが出来、また公社は、各事

業がガイドラインを遵守することにより、地域全体のまちづくりの質を一定の水準以上に保つこと

が出来る。このことが地域の再生という組織の目標の達成に結びつくことになる。この公社と事業

主の関係と同様に、中山間地域まちづくりにおいても、その推進主体となるプラットフォーム組織

が、事業を実施する多様な主体に対してどのような影響力を持ちながら中山間地域の価値を守り育

てていくことが出来るかが大きな課題となる。 
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5.2. 多様な主体の参画促進のためのプラットフォーム組織の検討 

長岡地域研究会並びに鳥取地域研究会での検討の結果、これからの中山間地域における多様な主

体の参画促進のためのプラットフォーム組織に求められる機能を以下にまとめる。 
 

(1) 情報収集・共有 
① 住民ニーズの把握・住民主導の取り組み支援 

地域の資源（シーズ）については、各中山間地域は魅力ある多様な資源を有しているにもかか

わらず、それらは地元住民が認識している範囲に限定され、行政やこれからのまちづくりを支援

しようとしている各種団体間で共有されていないのが現状である。また、地域のニーズについて

も、市町村合併等により住民の声が行政の施策に反映しにくくなっているとみられる。 
したがって、地域のシーズやニーズに関する情報を収集し、それらをまちづくりの多様な主体

間で共有することが、新たな地域づくりの第一歩となると考えられる。 
特に、中越地震により大きな被害を受け、避難生活を送っている長岡地域の中山間地域住民は、

まず村に帰り自らの生活の再建が 重要課題であり、復興に向けたまちづくりまで十分に検討す

る余裕がないのが現状である。また、地域研究会等の意見では、仮に新たな事業に取りかかろう

としても、その担い手となる人材が十分におらず、また、個人のアイデアを事業に結びつけるた

めのノウハウも十分ではないことが指摘されている。こうした地域の問題に対して、新たなプラ

ットフォームには地元住民の身近な相談相手となる窓口機能が重要と考えられる。 
 

② 地域の資源や活動に関する情報収集・共有支援 
中山間地域では、地元住民、NPO、民間企業など多様な主体が様々な活動を行っているにも

かかわらず、それらの情報が共有されておらず、活動間で十分な連携や協働が行われてきたとは

言い難い状況である。例えば鳥取地域研究会では、地域資源を活かした 5「し」の取り組みが進

められてきたが、それらが相互に連携することにより、それぞれの「し」の付加価値を高めると

ともに、地域全体としての情報発信力を高めていくことが課題として指摘されている。 
さらに、今後持続可能な地域経営を行っていく上で、多様な活動主体間において地域のもつ価

値を共有し、それを守り育てていくための仕組みを設けることが重要である。 
 

(2) 事業に関する助言・支援 
① 事業主体及び事業企画の募集 

新たに創発する事業を持続的、安定的に実施するためには、事業に求められる様々な資源やノ

ウハウを有する多様な主体の連携により実施することが求められる。新規事業の創発に際しても、

地元住民だけではなく、地域を支援する多様な主体との連携を構築することが不可欠と考えられ

る。 
事業の実施体制構築に際しては、日常的に関係を構築している市民（団体を含む）、企業、行

政などへの連携・協働の働きかけと同時に、事業内容によっては事業実施主体を国内外から公募

するための国際コンペなどを行うなどの方策も検討することが重要である。 
 

② 「山の暮らし」の価値に基づく事業の評価・認定 
多様な主体による事業を、地域が共有する山の暮らしの理念や価値観を守り育てていく方向へ
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と導いていくためには、それらに基づいて事業内容を評価し、まちづくり推進組織による認定な

どを行うことも考えられる。 
 

③ 事業の付加価値の向上方策に関する助言 
ひとつの中山間地域の中で、多様な主体による事業を同時に展開しながら、地域としてのブラ

ンド価値を高めていくためには、これらの事業間の調整や連携を図りながら、地域がもつ共通の

理念を守り育てていく方向へと導いていくことが重要である。 
そのためには、中山間地域の価値や理念に基づいて事業内容を評価するとともに、地域全体の

価値を高めるために個々の事業に対する助言や提言などを行うことが必要となる。 
 

④ 多様な主体からの資金調達支援 
事業を実施するためには資金が必要となるが、市民や企業からの寄付、行政（自治体）による

予算化、国などの補助金の獲得など、事業の内容に応じて資金調達計画を検討することも重要な

役割となる。 
 

(3) 広報・情報発信 
① 「山の暮らし」に関する情報発信・提言 

中山間地域における新たなまちづくり事業を展開する上で も重要なことの一つとして、地域

の情報を目的にあったターゲットに対して正確に伝えることにより、都市と農山漁村の共生・対

流を促進し、中山間地域の価値に対する理解を醸成することである。3 章で述べたとおり、ソー

シャル・マネジメント戦略として、都市住民、企業等に対して情報提供を行うことにより、社会

全体としての合意形成を促すことが重要である。 
 

② 地域ブランド化の支援 
経済的な視点からみた場合、地場の農産物を販売したり地域でサービスを提供する際に、地域

ブランドによる財・サービスの高付加価値化により、都市地域と中山間地域の経済的な循環を促

進することは、地域の経済的持続可能性を維持する上で重要な視点である。また、地域のブラン

ド化は、地域を支援する企業の社会貢献活動による企業イメージの向上にも結びつくことから、

新たな連携を生み出すためにも重要である。 
 
 

5.3. 多様な主体の参画促進のための組織の検討 

本プラットフォーム組織に求められる機能は、前述の通り整理されたが、それらを担保するため

の組織のあり方として、ここでは、組織形態、人材、組織設立・運営資金などについて検討を行う。 
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5.3.1. 組織形態 
プラットフォーム組織として想定される形態の一覧を表 5.2に示す。事業形態は、組織の目的（営

利／非営利）、資本金や基金の有無、プラットフォーム組織が行う事業の内容（営利／非営利、事業

実施／マネジメント・中間支援事業など）の組み合わせによって複数の選択肢があると考えられる。 
主に営利目的の場合、一般には株式会社が適当と考えられるが、新会社法により新たに設けられ

た LLP（有限責任事業組合）や LLC（有限責任会社）により実施することも想定される。非営利

の場合、NPO 法人や財団法人、任意団体、または LLP・LLC などが想定される。特にプラットフ

ォーム組織の場合、他の事業主体を支援するという位置づけから中立的な立場を取る必要があるた

め、自ら営利事業を中心とすることは難しいと考えられる。さらに、多様な事業主体に対して支援

を行ったり、情報発信を行うことにより地域ブランドを高めていくことが求められる中で、組織と

して信用度の高さも重要と考えられる。したがって、一般的には任意団体よりも法人格を取得した

組織の方が望ましいと考えられる。 
さらに具体的な組織形態の選択については、設立資金の有無や事業内容などを考慮した上で、各

地域が独自に行うことが望ましい。 
なお、公益法人については、平成 18 年度 3 月 10 日に公益法人制度改革関連法案が閣議決定され、

今後国会で審議される見通しである。この法案により、財団法人や財団法人の設立が容易になるな

どの大きな改革が期待される。したがって、今後の組織形態や設立時期については、こうした法案

の動向も踏まえながら検討を進めることが必要である。 
 

5.3.2. 組織に求められる人材 
プラットフォーム組織の経営や各事業を担う人材の適否について表 5.3にまとめる。一般には、

組織が人材を雇用するなどによって受け入れる場合と、業務を企業などに委託する場合の 2 通りに

大別される。さらに、受け入れる人材については、自治体、民間企業（公益法人を含む）、NPO 法

人などの市民団体などからの雇用や出向が想定される。人材については個人差があり、過去の職務

経験だけでその能力を評価することは難しいと考えられるものの、各組織で通常携わる業務内容か

ら想定されるノウハウや知識の蓄積やネットワークの構築などから、プラットフォーム組織で想定

される業務内容に対する適合性について、ある程度の傾向を示すことは可能である。 
同表に示すとおり、プラットフォーム組織の人材に求められる能力は、地元住民との関係構築か

ら事業に対する助言、行政等との折衝や情報発信など多岐にわたり、類似する職務経験を持つ人材

のみではなく、公共から民間まで多岐にわたる人材によって構成される体制を構築し、その連携に

よって組織を運営していくことが重要である。 
具体的には、地元住民との関係構築や WS の際のファシリテーションなどは、こうした経験を豊

富に持つ市民団体などの出身者が適していると考えられる。より専門的な知識やノウハウが求めら

れる事業のマネジメントなどについては、プロジェクトマネジメント経験を豊富に持つ民間企業な

どのスペシャリストが適していると考えられる。また、補助金の申請や折衝、自治体の政策との調

整などについては、行政経験者のノウハウが期待される部分である。 
したがって、プラットフォーム組織が行う事業内容が明確となった上で、組織内部で実施するコ

ア業務と外部委託を行う周辺業務とを明確に分けることによって、組織に必要となる人材を明らか

にすることが重要である 
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表 5.2 想定されるプラットフォームの組織形態一覧 

  自治体（基金） 財団法人 公益信託 株式会社（第 3 ｾｸﾀｰ） 特定非営利活動法人 有限責任事業組（LLP） 有限責任会社（LLC） 中間法人（有限） 任意団体 

法的根拠 地方自治法 寄付行為（民法） 主務官庁の設置許可

（信託法） 

法人登記（商法） 主務官庁の認証（NPO

法、民法） 

LLC 契約に関する法律 法人登記（新会社法） 中間法人法 なし 

根本規則 条例 寄付行為 公益信託契約 定款 定款 組合契約書 定款 定款 なし 

基本的な財産 基金 基本財産と運用財産 信託財産 資本金 － 出資金（1円以上） 出資金（1円以上） 基金（300 万円以上） なし 

運営機関 理事者 理事会 ①信託管理人の同意 

②運営委員会等の助言

言・勧告を受けて、信

託者（信託銀行）が行

う。 

・通常の業務は、「取

締役会」が執行 

・重要案件は、「株主

総会」の承認が必要 

理事会 組合員総会 社員総会 社員総会 

※社員は自然人だけで

はなく法人も可能。 

なし 

事業の特徴 基金の場合、一般会計

上の事業と明確に区分

する必要がある。 

一般的には財団法人を

設立して基金を管理す

る。 

・基金に基づく事業が

その他の事業と明確に

区別出来る。 

・信託銀行が許可申請

等を行うため、法人登

記や事務所設置が不

要。 

・財団法人のように人

件費等の事務的経費が

かからない。 

・主務官庁の「設置許

可」が必要。 

・収益事業を遂行する

場合に最も適してい

る。 

一般的には「商法上の

規定」に従うが、自治

体の出資割合によって

は「地方自治法上の規

定」に従う場合がある。

・基本的には、NPO 法

が定める 17 分野に関

する非営利活動を行

う。 

・その他の事業として、

政令で定める 3業種に

ついて収益事業が認め

られているが、収益は

法人税の対象となる。

・LLC・LLP がもつ、組織・組織ルールの自由の

決定、有限責任、パススルー課税（PPC)を活か

して、人的資産を利用した事業を行う場合に適

している。 

・個人の専門的知識やノウハウを使ったコンサ

ルティング業、IT 関連分野の事業など 

・1社では開発が難しい製品に関する研究開発型

の製造業など 

・産学官の連携事業 

・社員に共通する利益

を図ることを目的と

し、収益事業等による

余剰金を社員に分配す

ることを目的としな

い。 

・営利、非営利活動が

対象となる。 

・営利・非営利活動と

もに対象となるが、組

織としての基盤が脆弱

であるため、契約を伴

う事業の場合、制約を

受けることが考えられ

る。 

事業の可能範

囲 

基金の設置目的の範囲

内 

公共事業でかつ定款記

載の目的の範囲。 

ただし、公益事業の目

的達成のため収益事業

を行うことは可能。 

公益信託契約の範囲

内。 

定款記載の目的の範囲

内。 

NPO 法が定める 17分野

の範囲内 

組合契約書記載の目的

の範囲内。 

定款記載の目的の範囲

内。 

定款記載の目的の範囲

内。 

特に制限はない。 

適している分

野 

・助成・育成事業 

・奨励事業 

・表彰事業 

・財産管理 

・施設運営管理 

・奨学金給付 

・研究助成等の各種助

成事業 

・表彰事業 

・施設の建設から管理

運営にいたる収益事

業。 

・ボランティアなどに

よる非営利活動全般 

営利、非営利問わず、人的資産を活用した事業

全般。 

・目的には特に制限は

なく、町内会、同窓会、

県人会、各種の親睦団

体、同好会、業界団体

などが考えられる。 

・目的には特に制限は

ない。 

メリット ・組織や事業に対する

信用度が高い。・公共

性の高い事業の実施に

適している。・自治体

職員が運営するため、

事務的経費がかからな

い（自治体が負担）。 

・組織や事業に対する

信用度が高い。・公共

性の高い事業の実施に

適している。・行政組

織から独立しており、

事業に自由度がある。 

・事業に対する信用度

が高い。・公共性の高

い事業の実施に適して

いる。・信託銀行が運

営するため、事務的経

費がかからない（自治

体が負担）。 

・柔軟かつ迅速な事業

展開が可能。・収益事

業を行う上で最も適し

ている。 

・基本財産や資本など

が不要。・各種助成金

や補助金などが受けや

すい。 

・NPO 法人と比較して、設立が容易。・簡素な組

織体制と高い自由を活かした柔軟かつ迅速な事

業展開が可能。・出資者全員の有限責任が認め

られている。・LLC の場合、パススルー課税によ

り税金は出資者が支払うことになり、二重課税

を回避出来る。 

・任意団体と比較して、

法人格を取得すること

により社会的な信用が

得られる。・NPO 法人

と比較して、設立が容

易。 

・法的な手続きがない

ため、設立が容易であ

る。 

デメリット ・運営に民間のノウハ

ウを活かしにくい。 

・通常２～３年で担当

職員が異動するため、

組織にノウハウが蓄積

しにくい。 

・事業の企画立案から

実施まで、行政の組織

体制に制約を受ける。 

・設立のための基本財

産が必要となる。 

・専属の職員が必要と

なり、事務的経費がか

かる。 

・設立のための信託財

産が必要となる。 

・事業内容が信託契約

においてあらかじめ規

定されるため、柔軟な

事業展開が難しい。 

・受託者は信託銀行で

あるため、原則として

財産運用にかかる事業

に制約され、その他の

事業を行うことは困

難。 

・自治体や公益法人と

比較して、組織の信用

度が低い。 

・利潤追求を目的とす

るため、事業の公共

性・公益性が低い。 

・自治体や公益法人と

比較して、組織の信用

度が低い。 

・収益事業の実施には

適していない。 

・運営を無償ボランテ

ィアに依存する部分が

多く、高度な専門性が

求められる事業を行う

ことは難しい。 

・主務官庁への事業報

告書の提出が義務づけ

られている。 

・自治体や公益法人と比較して、組織の信用度

が低い。 

・専属の職員が必要となり、事務的経費がかか

る。 

・LLC の場合、パススルー課税のため経理部門の

負担が増加する。 

・事務的経費を負担す

る義務があり、原則と

して社員が負担する必

要がある。 

・自治体や公益法人と

比較して、組織の信用

度が低い。 

・法人格をもたないた

め、組織の信用度が低

い。 

・公共からの発注を請

け負う場合など、法人

格を取得していないた

め制約を受ける場合が

ある。 

 

出典：「都市・地域政策と公民連携・協働」、「日本版 LLP/LLC がよくわかる本」、中間法人設立代行センターHP（http://www.cyukan.jp/）などを参考に DRI 作成 
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表 5.3 中山間地域まちづくり組織に求められる能力と人材との適合性 

人材の受入元 具体的な業務 

自治体 全国規模の企業 地元企業 市民団体等 

外部委託 

△ ◎ ○ × 組織の運営 

組織の経営経験を持つ人材は極めて

少ない。 

役員経験者等、企業経営に携わった経験のある人材が適任。 理事等、組織経営に携わった経験の

ある人材が適任。 

経営責任が負えない。 

△ ○ △ ◎ 事業の企画立

案 公共性の高い事業の企画立案は可能

であるものの、市場動向やニーズを把

握した検討は不向き。 

市場動向に加え、全国規模での情報

を踏まえながら企画立案が可能。 

多様な主体のニーズや意見を踏まえ

た、内容の公共性・公平性の担保が

課題。 

市場動向に加え、地域の状況などを

把握しながら企画立案が可能。 

多様な主体のニーズや意見を踏まえ

た、内容公共性・公平性の担保が課

題。 

公共性の高い事業の企画立案は可能

であるものの、市場動向やニーズを把

握した検討は不向き。 

市場動向や全国規模での情報を踏ま

えながら企画立案が可能である。 

通常、事業実施主体とはならないた

め、事業実施段階での企画意図の十

分な反映が課題。 

◎ △ △ ○ 国との調整 

（特に補助金

申請） 
行政の仕組み等を熟知しており、また

国からの信頼が高い。 

民間企業と行政の仕組みや目的が異なるため、政策レベルでの調整には不向

き。 

市民団体等と行政との仕組みや目的

が異なるため、政策レベルでの調整に

は不向き。 

行政を顧客としたコンサルタントであ

れば、ある程度の調整は可能。 

◎ △ △ ○ 自治体との調

整 自治体の仕組み等を熟知しており、政

策との調整にかかるノウハウを有して

いる。 

民間企業と行政の仕組みや目的が異なるため、政策レベルでの調整には不向

き。 

市民団体等と行政との仕組みや目的

が異なるため、政策レベルでの調整に

は不向き。 

行政を顧客としたコンサルタントであ

れば、ある程度の調整は可能。 

◎ △ ○ △ × 地元活動主体

との調整 地域住民や事業者の信頼は高く、公

共性・公平性は担保されやすい。 

具体的な事業に関する経験・調整能

力の有無が課題。 

具体的な事業に関するノウハウは有

しているものの、地域の状況を十分に

把握しておらず、地域住民や事業者

の信頼は必ずしも高くない。 

具体的な事業に関するノウハウは有

しており、地域の状況を熟知してい

る。 

公共性、公平性の担保が課題。 

地域の状況を熟知しており、公共性・

公平性は担保されやすいが、具体的

な事業に関する調整には不向き。 

地域の状況を十分に把握しておらず、

地域住民や事業者の信頼は必ずしも

高くない。 

○ ○ △ × 事業マネジメ

ント 公共事業の進捗管理、目標管理など

のノウハウを有している。 

収益事業のマネジメントには不向き。 

収益事業の進捗管理、目標管理などのノウハウを有している。 事業の実施能力は高いが、マネジメン

トには不向き。 

地域常駐が困難であるため、迅速な

対応が出来ない。 

△ ○ ◎ ◎ × 事業の実施 

公共事業の実施が可能であるが、収

益事業などの実施には不向き。 

事業の実施は可能であるが、地域と

の連携体制の構築が課題。 

地域との連携により、事業の実施が可

能。 

地域との連携により、事業の実施が可

能。 

地域常駐が困難であるため、迅速な

対応が出来ない。 

△ ○ △ ○ ◎ 関連情報の収

集・蓄積 主に行政に関する情報は入手可能で

あるが、全国規模の情報収集には不

向き。 

事業分野に関する全国規模の情報を

蓄積し、また全国規模での情報収集

が可能。 

事業分野に関する情報を蓄積し、また

情報収集が可能。 

情報内容は地域が中心であり、全国

規模の情報収集については必ずしも

十分ではない。 

活動分野に関する全国規模の情報を

蓄積し、また全国規模での情報収集

が可能。 

全国規模の幅広い分野に関する情報

収集が可能。 

△ ◎ △ × △ 全国への情報

発信・PR 主に地域内での情報発信が中心であ

るため、全国規模での PR には不向

き。 

企業の広報ネットワークを活用した全

国規模での PR が可能。 

事業分野に関する地域内での情報発

信が中心であるため、全国規模での

PR には不向き。 

  全国規模の幅広い分野に関する情報

収集が可能。 

備考   「全国規模の企業」とは、全国規模の

ネットワークを持ち、事業展開を行う大

手企業を示す。 

「地元企業」とは、地元に立地し、事業

またはそれ以外で中山間地域との結

びつきをもつ企業を示す。 
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5.4. 地域の状況に応じたプラットフォームのイメージ 

以上のプラットフォーム組織に関する検討を踏まえ、長岡市並びに鳥取市におけるプラットフォー

ム及びそれを運営する組織のイメージを以下にまとめる。 
 

5.4.1. 長岡市の事例 
(1) プラットフォーム 

IBA エムシャーパーク公社と同様に、まちづくり推進組織の事業内容を、多様な主体が実施する事

業に関する助言・支援による事業の高付加価値化と、広報・情報発信による地域ブランド戦略、ソー

シャル・マーケティング戦略の推進としている。その他に、震災の被害からの復旧を復興へと円滑に

つなげていくためには、被災者である地元住民に対する相談窓口を設置しながら、地域資源に関する

情報を収集・蓄積するとともに、それらを活用した住民主導による多様な取り組みを推進していくこ

とが特に重要と考えられる。 
さらにまちづくり推進組織は、地元住民と企業、NPO、大学等や行政が連携・協働しながら「山の

暮らし」の再生に向けた事業を推進していくために、地域研究会や交流の場・情報共有の場などのプ

ラットフォームを設けることが考えられる。 
この組織の活動が、長岡地域の「山の暮らし」の再生だけではなく、我が国全体の中山間地域の価

値を守り育てていこうという、より大きな理念や目標を掲げ、全国、さらには海外に向けたアピール

を高めていくことにより、地域やその取り組みの付加価値を高め、ブランドを構築していくことを目

指す。そのための手段として、全国の中山間地域の研究者や専門家、各分野の有識者などによって構

成される「山古志等中山間地域の再生を支援するフォーラム」を設立し、本組織と連携を図りながら

戦略的な情報発信を行っていくことを目指す。 

国

中山間地域

まちづくり推進組織

長岡市

情報収集・共有
・住民ニーズの把握・住民主導の取り組み支援
・地域の資源や活動に関する情報収集・共有支援

事業に関する助言・支援
・事業主体及び事業企画の募集
・「山の暮らし」の価値に基づく事業の評価
・事業の付加価値の向上方策に関する助言・支援
・多様な主体からの資金調達支援

広報・情報発信
・「山の暮らし」に関する情報発信・提言
・地域ブランド化の支援

地元住民

窓口窓口

新潟県

国

企業

NPO

大学等

「山古志等中山間地域の再生を支援するフォーラム」「山古志等中山間地域の再生を支援するフォーラム」

国内外、都市住民など

連携・協働 支援→連携・協働

提言

参加 参加

訪問→参加→参画

連携 連携

広報・情報発信

地域
研究会

交流の場・
情報共有の場

 

図 5.6 長岡市におけるプラットフォームのイメージ 
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(2) プラットフォーム組織体制 
以上のプラットフォーム及びその事業を運営するために想定される組織体制のイメージを図 5.7に

まとめる。組織に求められる人材で述べたとおり、プラットフォーム組織には多様な知識やノウハウ

をもつ人材が必要となる。長岡市におけるまちづくり推進組織（プラットフォーム組織）では、プラ

ットフォームが担う機能を反映し、総括マネージャーの下に以下の 3 つの担当を設置することが考え

られる。 
 
① 地域担当 

住民ニーズの把握や住民が新たな取り組みを行う際の相談や助言を行う。また、本組織が掲げる

理念や中山間地域の価値などを、住民にわかりやすく伝える。 
 
② 行政担当 

長岡市の中山間地域政策との連携を図るとともに、多様な主体が事業を行う上で必要となる資金

について、国や自治体などから支援を受けるためのアドバイスなどを行う。 
 
③ 広報・情報発信担当 

中山間地域の価値を掲げ、本地域での事業に関する情報発信を一元的に行う。また、民間企業の

CSR など、社会貢献活動に関する情報を収集し、本地域内での事業に対する支援や協働に向けた

働きかけを行う。 
 

代表

総括マネージャー

サブマネージャー
（行政担当）

外部有識者委員会

サブマネージャー
（地域担当）

サブマネージャー
（広報・情報発信担当）

「山古志等中山間地域の再生を支援するフォーラム」

「広域自治体における中山間地域政策協議会」

運営委員会

情報収集・共有

事業に関する助言・支援

広報・情報発信

・住民ニーズの把握・住民主導の
取り組み支援
・地域の資源や活動に関する
情報収集・共有支援
（住民・市民主導の取り組み情報）

・事業主体及び事業企画の募集
・多様な主体からの資金調達
支援
（民間企業からの資金調達）

・「山の暮らし」に関する
情報発信・提言
・地域ブランド化の支援

・「山の暮らし」の価値に基づく
事業の評価
・事業の付加価値の向上方策に
関する助言・支援

・事業の付加価値の向上方策に
関する助言・支援
（住民・市民主導の取り組み）

・事業の付加価値の向上方策に
関する助言・支援
（行政主導の取り組み）
・多様な主体からの資金調達
支援
（国・自治体からの資金調達）

・地域の資源や活動に関する
情報収集・共有支援
（行政主導の取り組み情報、
施策・制度関連情報）

・地域の資源や活動に関する
情報収集・共有支援
（民間企業主導の取り組み情報）
（情報共有支援）

・「山の暮らし」に関する
情報発信・提言
（地元住民への情報提供）

市民、地元住民・企業など民間企業（主に地域外） 行政（国、自治体）

スタッフ（長岡市からの出向などを含む）

地域研究会、交流の場・情報共有の場）

 

図 5.7 長岡市におけるプラットフォーム組織体制のイメージ 
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なお、各事業の評価や助言などについては、本組織内で人材を確保するのではなく、外部有識者委

員会などを設置し、その中での議論の結果を踏まえて各事業主体に助言などを行うことが望ましい。

その他に、具体的な業務を行う際には、地元企業や市民団体などと連携を図りながら実施することが

考えられる。 
 

5.4.2. 鳥取市の事例 
(1) プラットフォーム（まちづくり推進母体） 

豊富に存在する地域資源をまとめ、佐治内外の多様な主体が参画出来るまちづくり推進母体の役

割・機能は、大きく 2 つある。ひとつは、地域情報を発信／共有するための「広報・宣伝」、ふたつめ

は地域住民・外部の多様な主体・行政の「調整」である。 

 これまで同地域は、「五資の里」として地域づくりを実施してきており、各地域資源のグループ単位

では精力的に活動が展開され外部からの高い評価も受けてきていたが（テーマ・コミュニティの充実）、

各活動が「地域力」の向上に必ずしも寄与していなかった（エリア･コミュニティの空洞化）。つまり、

テーマ・コミュニティとエリア・コミュニティが有機的に結合していなかったため、各活動が地域力

の向上に与える影響が限定され、地域資源の融合がなされていなかった。もちろんグループ別の活動

が引き続き展開される事が重要であるが、それに加えて豊富な地域資源が融合し協働することが重要

である。また、2004 年 11 月の合併により、地域づくりの中心的な役割を担ってきた行政組織の役割

がかわり、住民を中心とした地域の自立・住民発意による地域づくりを推進していくことが重要な課

題となっている。さらに、少子高齢社会の進展により地域住民だけでは人数的にも、活動展開や各種

専門知識などの面においても限界があるため、地域外部の多様な主体との連携・協働が必要となって

いる。 

そのため、①住民が主体的にかかわり、②豊富な地域資源を融合し、③地域内外の連携を促し、④

地域情報を共有し発信しつづける「場」としてのまちづくり推進母体の構築が必要である。 

 

 

外で売る
（外で稼ぐ）

Ｓａｌｅ

外部から招く
（受入れる）

Ｉｎｖｉｔｅ

広報・宣伝

○生業の創出
（農業、産業、
販路開拓、観光業など）

○外部を巻き込む
（知恵、評価、
　　人材、資源など）

地域資源をまとめ、
地域内外の連携を促し、
“佐治”を発信し続ける

組織
【仕組み】

多様な主体の参画

調整

（住民・行政・外部）

 

図 5.8 佐治のまちづくり推進母体の役割・機能 
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(2) プラットフォーム組織の体制 
上述の役割・機能を担うまちづくり推進母体の具体的な組織形態や担い手については積み残された

課題である。しかし、同地域には以前より活動を続けている第 3 セクター（株式会社さじ 21）があり、

これも地域資源であるため、さじ 21 に新たな推進母体としての機能（組織機構）を設ける事で、新し

い展開を図ることを検討する。あるいは、新たに NPO 等の組織を設立することも考えられる。そこで、

まちづくり推進母体の組織、人材、資金などを引き続き検討する『場』となるまちづくり推進母体準

備会を設置し（推進母体の中核機関）、その下で実験事業（パイロット事業）を企画し住民をまとめ事

業展開することを通じて、事業展開をバックアップするために必要な要素を抽出しながら、まちづく

り推進母体の設立を目指す。 

 

 

まちづくり推進母体（準備会）

事業検討
グループ（1）

佐治住民 行政

鳥取大学

市域住民

市外県外者 テーマで繋がる人々

佐治出身者 佐治ファン

個別戦略の検討
実験事業の企画・運営

・・・

・・・

学生

消費者　企業

観光客・・・・

多様な主体の参画
相互の呼びかけ
活動への参加

・参加の呼びかけ
・企画募集など

参画

○地域内外の有識者/専門家で構成

広報・宣伝

事業検討
グループ（2）

事業検討
グループ（3）

事業検討
グループ（4）

・参加間の調整
・他グループ
　　との調整など

調整

ブランド戦略の検討
実験事業の企画・運営
各種『場』の設定
活動資金の調達など

 

図 5.9 鳥取市佐治におけるまちづくり推進母体の体制イメージ 
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5.5. まちづくり展開のプログラムの検討 

5.5.1. 中山間地域の価値とガイドライン 
プラットフォーム組織を中心としてまちづくりを展開していく上で、多様な主体による事業を評価

し、共通の理念や価値の創造に向けた助言や支援を行っていくためには、その評価の規範となるガイ

ドラインが必要である。 
 

(1) 長岡市の事例 
長岡地域研究会では、今後のまちづくり事業のガイドラインとして、以下の 8 項目を挙げている。 

 
① 「山の暮らし」に対する誇りの醸成 

新たな取り組みや都市住民との交流などを通して、農山村に暮らす住民が、「山の暮らし」に対

する誇りや価値を取り戻すことが出来ること。 
 

② 地域固有の資源の持続的な活用の促進 
新たな取り組みにおいて、地域固有の資源を、その価値を損なわずに持続的に活用することが出

来ること。 
 

③ 事業主体の自由意志と自由競争に基づく事業への参画の促進 
地域内外を問わず、「山の暮らし」に共感し、それを守り育てようとする人々が参画し、多様な

活動を促進することが出来ること。 
 

④ 地域資源を活用した人づくりの推進 
農山村の自然環境や「山の暮らし」を通じて、生きる力と知恵を育むことが出来ること。 
 

⑤ 事業を通した多様な主体との連携・協働の促進 
多様な主体が、それぞれのメリットを活かし、デメリットを補いながら、連携・行動により新た

な活動を展開することが出来ること。 
 

⑥ 都市と農山村との自然の循環の維持・回復 
新たな取り組みを通して、自然の恩恵を享受する都市を含む地域全体が、自然を守り育てる農山

村を支援する仕組みを構築することが出来ること。 
 

⑦ 都市と農山村の経済の循環の構築 
都市住民などの視点から、農山村の新たな価値の発見や評価が行われ、それにより農山村に新た

な市場が形成されることが期待出来ること。 
 

⑧ 「山の暮らし」の新たな価値に対する世論の形成 
新たな取り組みが、「山の暮らし」の価値に対する世論の形成に貢献し、それが全国各地の中山

間地域の付加価値を高めることに結びつくことが期待出来ること。 
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(2) 鳥取市の事例 
4 章でまとめた事業テーマを実行するためのガイドラインとして、以下の項目が想定される。なお、

これらのガイドライン（案）に複数該当するように事業を企画する事が望ましいと考えられる。 
 
① 地域住民と外の多様な主体との協働（多様なヒト）がなされる 

合併により市域や市内他地域の多様な主体、あるいは、各テーマが有する人的ネットワークを利

用し、多様な人材の参画、専門知識や評価を活かした活動とすること。 
 

② 地域資源の融合的な活用や、あるいは外の資源との融合（多様なモノ）がなされる 
佐治の豊富な地域資源の融合、あるいは、鳥取市内の他の資源との融合を視野に、ヒト以外の資

源や文化などを複合的に利用した活動とすること。 
 

③ 自然を大切にした、自然に配慮した活動がなされる 
豊富な地域資源は、豊かな自然に育まれており、このような自然もまた貴重な資源である。その

ため、自然を大切に、自然に配慮した活動とすること。 
 

④ 活動に携わる人の「心を豊かにする」こと 
活動に携わる人が「いつも明るく元気で笑顔」でなければ地域の活性化は望めず、持続的な活動

にはならない。したがって、「心を豊かにする」活動とすることが重要である。 
 

5.5.2. 事業主体に対するプラットフォームへの参加のインセンティブ 
中山間地域まちづくりの取り組みに対してガイドラインを設定することは、事業主体にとって自ら

の事業内容に規制がかかることになり、それがプラットフォームへの参加の阻害要因となる。しかし

ながら、事業主体がプラットフォームに参加することによりメリットを享受することが出来れば、そ

れが参加へのインセンティブとなると考えられる。 
IBA エムシャーパーク公社におけるインセンティブを参考としながら、中山間地域まちづくりの現

状とプラットフォームの機能を踏まえた、多様な事業主体に対するインセンティブの考え方について、

以下の通り整理する。また、そのためにプラットフォーム組織を設立する際の留意点をまとめる。 
 

(1) 事業に対する専門的な支援・助言 
① インセンティブの考え方 

事業主体によって必要とされる専門的な支援や助言は異なることが想定される。地元住民や市民

の主導による取り組みの場合は、事業計画の立案やマネジメントなど、比較的基本的な部分に対す

る支援が求められる傾向が見られる。また、自治体や企業などが主導となる事業については、環境

への影響や景観への配慮、地元住民などとの合意形成など、事業を実施するために必要となる手続

きや付加価値を高めるための専門的な支援が求められると想定される。 
したがってプラットフォーム組織は、多様な事業主体のニーズに合わせて、専門的な助言や支援

を行う体制を構築することが重要である。 
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② プラットフォーム組織における留意点 
市民や地元住民の支援については、プラットフォーム組織のスタッフや地元企業などとの連携に

より支援を行うことが想定される。特に、住民主導の新たな取り組みを支援していくことが重要と

なる中山間地域において、日常的に相談にのることが出来る場や機会を設けること、それに対応出

来る能力を有するスタッフをもつことが重要と考えられる。 
また、自治体や企業などの事業に対する支援については、外部の有識者によって構成される委員

会などにより支援を行うことが考えられる。委員会の下に、分野別の事業評価・助言を行う部会を

設置することにより、提供するサービスの付加価値を高め、事業主体のニーズに応えることが求め

られる。 
 

(2) 多様な主体との連携の構築 
① インセンティブの考え方 

地元住民や市民主導の取り組みを拡大する場合、パートナーとなる企業などとの連携を構築する

ことが求められる。また民間企業にとっても、地域資源を活用した事業を行うためには、資源を熟

知する地元住民との連携が不可欠となる。したがってプラットフォーム機能は、事業を行う上で求

められる多様な主体との連携を構築する際の仲介やそれに伴う事業内容への助言を行うことが必

要となる。 
 

② プラットフォーム組織における留意点 
多様な事業主体のニーズに合ったパートナーを仲介出来ることが、プラットフォーム組織の付加

価値となる。そのためには、常に地域内の資源や活動、また、中山間地域に関心を持つ企業の動向

などを把握していることが重要となる。また、各セクターに関する情報収集を行うとともに、その

情報を共有し、適宜活用することが出来るスタッフ間のコミュニケーションが求められる。 
さらに、既存の連携ネットワーク内だけではなく、事業コンペなどを行うことにより、国内外か

らの新たな事業主体の参画や連携を促進するなどの取り組みを行うことも重要である。 
 

(3) 組織のブランドによる高付加価値化 
① インセンティブの考え方 

プラットフォームに参加することにより、事業主体の知名度や事業の付加価値が向上することが

期待される場合、事業主体にとってプラットフォームに参加することが大きなインセンティブとな

る。そのためには、プラットフォーム組織が全国及び全世界に中山間地域まちづくりに対して発信

出来る理念や哲学を有しており、それが高く評価されることが重要である。さらに、この理念や哲

学が地域で行われる事業に実践的に活かされており、その結果取り組みに対する社会的信頼が高ま

ることにより、組織やその取り組みの価値が高まると考えられる。 
 

② プラットフォーム組織における留意点 
新たに設立されるプラットフォーム組織の場合、出来るだけ早くその付加価値を高めるための戦

略が不可欠となる。そのためには、各分野のトップクラスの有識者の賛同が得られる、高い理念や

設立の趣旨を掲げることで、組織のポジショニングを明確にすることが重要である。しかしながら、

真のブランドとは、単なる情報発信ではなく、地道に行われる各事業の質の高さとそれによって築
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かれる社会との信頼関係によるものである。したがって、短期的な広報戦略とともに、中長期的な

事業の助言や支援など、組織全体としての取り組みが重要となる。 
 
(4) 資金調達支援 

① インセンティブの考え方 
事業を実施する上で、資金調達は重要な要素の一つである。仮にプラットフォームに参加するこ

とにより、有利な条件で資金調達が可能となるのであれば、それは各事業者にとってプラットフォ

ームに参加する大きなインセンティブとなると考えられる。 
しかし、一口に資金といっても、事業の規模や内容によって資金調達の方法は多岐にわたる。収

益性が期待される事業については、事業採算性を評価し出資者を募ることが考えられるが、公共

性・公益性が高いものの収益が期待出来ない事業の場合は、国や自治体などの公的資金を活用する

ことが期待される。その中でも、より多くのステークホルダーに対する訴求力を持つ事業について

は、民間企業の社会貢献活動としての支援を期待することも可能である。 
したがってプラットフォーム組織には、事業主体や事業内容に合わせて、資金調達に関する的確

なアドバイスや獲得に向けた支援を行うことが求められる。 
 

② プラットフォーム組織における留意点 
多様な主体との連携構築と同様に、プラットフォーム組織は常に各セクターに関する情報収集・

蓄積を行うことが重要である。特に公的資金については、国の補助金に関する情報を一元的に把握

することや、申請に際して的確なアドバイスを行うことが出来るノウハウを有していることが重要

である。また、プラットフォームに参加する事業の場合、優先的に予算が配分されるなど、行政の

予算と連携した支援方策を提供することが望ましい。 
また民間資金については、事業の収益性や安定性、社会貢献の度合いなどがポイントとなる。収

益性など確保については、各事業主体の責任において行われるべきものであるが、事業の中山間地

域に対する付加価値向上などの貢献については、外部有識者委員会などで評価することが考えられ

る。特に金融機関等との連携を図りながら、プラットフォーム組織により評価が得られた事業につ

いては、無利子や低金利での融資、融資枠の拡大などの優遇が受けられるなどの仕組みを構築する

ことも考えられる。 
 
 

5.6. 中山間地域における新たな包括的まちづくり支援制度の必要性 

ここでは、まず既存制度の確認を行うこととし、国土交通省や農林水産省のみならず、総務省、環

境省、経済産業省、文部科学省、厚生労働省、内閣府等の所管による施策を洗い出すことにより、中

山間地域の再生に活用可能な制度を整理する。さらに、これらの整理やこれまでの検討を踏まえ、中

山間地域の再生に向けた新たな施策の提案も視野に入れた検討を行う。 
   

5.6.1. 既存制度の傾向 
今回、制度の洗い出しに際しては次のような観点に着目して整理を行っており、中山間地域の地

域づくりや地域振興に繋がる施策を重視している。 
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表 5.4 中山間地域の再生に向けて活用可能な制度の一覧 

制度の
性格

地域での総合的な展開
が可能な制度

中山間地域の価値や地
域資源の魅力の向上に
繋がる施策

地域資源の活用に向けた
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞなど地域づくりの
戦略形成に資する制度

都市と中山間地域の交
流を促す制度

地域としての課題の解決
に役立つ制度

地域における多様な主
体の支援に繋がる制度

調査、
計画
策定

都市地方連携推進事業
(国交省)

景観形成事業推進費（国
交省）

観光ﾙﾈｻﾝｽ補助制度
（国交省）

マーケティング調査事業
(経産省)
地域新生ｺﾝｿｰｼｱﾑ研究
開発事業（経産省）
森業・山業創出支援総合
対策（農水省）

都市地方連携推進事業
（国交省）

社会教育活性化総合推
進事業（文科省）

民間教育事業者等との
連携による生涯学習の
推進（文科省）

事業
への
補助

新世代地域ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
施設整備事業(総務省)
地域ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ基盤施設
整備事業（総務省）

元気な地域づくり交付金
（うち地域環境保全型農
業推進)（農水省）

環境ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業
(企業・市民等連携環境
配慮活動活性化ﾓﾃﾞﾙ事
業）(経産省)

ソフト
支援

地域提案型雇用創造促
進事業(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ事業)
(厚労省)

省庁連携子ども体験型
環境学習推進事業（文科
省）

「文化芸術による創造の
まち」支援事業（文科省）

食料産業ｸﾗｽﾀｰ推進事
業（農水省）

情報通信人材研修事業
支援制度（総務省）
地域づくりｲﾝﾀｰﾝ事業(国
交省)
山村力誘発ﾓﾃﾞﾙ事業
（農水省）

中小商業ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ支
援事業（経産省）

社会教育活性化総合推進
事業（文科省）
地域教育力再生ﾌﾟﾗﾝ(文科
省)
地域創業助成金（厚労省）
市民活動団体等支援総合
事業（内閣府）
農村ｺﾐｭﾆﾃｨ再生･活性化支
援事業(農水省)

交付金
等

まちづくり交付金（国交
省）

村づくり交付金（農水省）

美しいむらづくり総合整
備事業(農水省)

ﾊﾞｲｵﾏｽの環づくり交付
金(農水省)

地域活性化創造技術研
究開発費等補助金（経産
省）

地域新規産業創造技術
開発費補助事業（経産
省）

元気な地域づくり交付金
（農水省）

地域情報通信基盤整備
推進交付金（総務省）

強い農業づくり交付金(農水
省)
強い林業・木材産業づくり
交付金（農水省）
森林づくり交付金（農水省）
里山ｴﾘｱ再生交付金（農水
省）
中山間地域等直接支払交
付金（農水省）
地域介護・福祉空間整備等
交付金（厚労省）

元気な地域づくり交付金
(うち,やすらぎ空間整備
ほか)（農水省）

環境と経済の好循環の
まちﾓﾃﾞﾙ事業（環境省）
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(1) 中山間地域における既存制度の整理の観点 
① 地域での総合的な展開が可能な制度 

既存の制度は、中山間地域という地域の特性や社会構造を総合的に踏まえた上で制度設計が行

われているものは残念ながら少ない。また、個別分野や対象区域ごとに施策がつくられ、事業が

進められてきたため、地域における医療、教育、文化等を含む形の総合的な地域づくりという視

点が欠けがちであった。このため、今回は総合的な展開が可能な制度という形で着目したが、後

述の通り、制度の数は少ない状況である。 
 

② 中山間地域の価値や地域資源の魅力の向上に繋がる施策 
地域づくりを展開していくにあたっては、事例調査でもみたように、地域ならではの資源を生

かして市場を形成し、都市部や他地域との連携、共生を図っていくことが一つの有効な手法と捉

えられる。このため、制度の整理に際しても、中山間地域の価値や地域資源の魅力を再発見し、

地域づくりへ繋げていく際に効果的な制度として整理を行った。 
 

③ 地域資源の活用に向けたマーケティングなど地域づくりの戦略形成に資する制度 
前項の制度を使って有望な地域資源が発掘できたとしても、地元における従来からの捉え方に

よる利用にとどまっていては宝の持ち腐れという状況になりかねない。地域資源の価値を社会

的・普遍的な観点から捉え、その可能性に見合う形で資源を磨きあげ、地域づくりや地域の活性

化にまで持ち込むためには、マーケティングなどの売り出し戦略の検討が重要となる。 
 

④ 都市と中山間地域の交流を促す制度 
中山間地域においては人口減少や少子高齢化等のため、多様性や変化に欠ける日常生活になり

がちであり、これが極端に進むと離村等による集落の消滅という事態も発生しかねない。この状

況を打破するには、やはり外部との交流が不可欠であり、交流の進展により、地元では気付かな

かった地域の良さや資源を来訪者から気付かせて貰うような状況の発生も想定される。 
いきなり移住者の迎え入れという形は難しいとしても、様々な方法により都市部との交流から

まずはじめ、滞留や共生、さらには U ターンや I ターン等の迎え入れのような形へと展開して

いく流れが考えられる。その際に役立つ制度という観点から今回は整理を行った。 
 

⑤ 地域としての課題の解決に役立つ制度 
地域資源の活用や外部との交流・連携は前記のように重要であるが、それらも、地域における

日常生活や生業が安定してこそ取り組み可能となる話である。ここでは、農業や産業などの地域

の人々の営みや日常的な課題に対し、中山間地域としての地域特性を踏まえ、それを生かしつつ

活動を進めることが可能な制度という主旨で洗い出しを行った。 
 

⑥ 地域における多様な主体の支援に繋がる制度 
これまで述べたような地域づくりの取り組みを円滑に進めるためには、立場や利害が異なる活

動主体が地域社会に参加し、各々の役割をしっかり果たすとともに、相互に調整、連携を図りつ

つ活動を進めることが重要となる。このため、ここでは新たな主体の参画に繋がるような、人材・

組織の育成制度や起業関連の制度、さらには主体間の連携を誘導するような制度に着目したもの
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である。 
 

(2) 地域での総合的な展開が可能な制度 
個別の施策分野を超えて展開することが出来る制度としては、国土交通省による「都市地方連

携推進事業」や「まちづくり交付金」、農林水産省による「村づくり交付金」、さらに厚生労働省

における「地域提案型雇用創造促進事業（パッケージ事業）」が挙げられる。現状では制度数自体

は少ないが、 近の制度改革・交付金化の進展により、このような形の制度、すなわち地域の裁

量範囲が広がった制度が増える方向にあると考えられる。 
 

(3) 中山間地域の価値や地域資源の魅力の向上に繋がる施策 
地域における文化や伝統等の地域資源を生かすという面からは、まず文部科学省の施策の活用

が考えられ、「省庁連携子ども体験型環境学習推進事業」、「文化芸術による創造のまち」支援事

業」、等の制度が有望である。また農林水産省では、「美しいむらづくり総合整備事業」、「バイオ

マスの環づくり交付金」などによる事業の支援が用意されている。 
また、国土交通省では景観面や観光資源のみがき上げを行う事業として「景観形成事業推進費」

や「観光ルネサンス補助制度」が挙げられる。 
ただし、これらは基本的に全国において適用可能な制度が多く、中山間地域という地域の特性

や社会構造を総合的に踏まえた上で制度設計が行われているものは残念ながら少ないという現状

がある。 
 

(4) 地域資源の活用に向けたマーケティングなど地域づくりの戦略形成に資する制度 
地域資源を活用した事業の戦略形成や実施に向けては、経済産業省や農林水産省の施策の適用

が考えられる。前者においては、「マーケティング調査事業」や「地域新生コンソーシアム研究開

発事業」、「地域活性化創造技術研究開発費等補助金」等がある。 
後者においては「食料産業クラスター推進事業」、「森業（もりぎょう）・山業（やまぎょう）創

出支援総合対策」などが近年に創設され、地域資源の活用を狙った取り組みへの注目が高まって

いると捉えられる。特に前者は、産地ブランド食品のような高付加価値商品の確立を目指すもの

であり、民間団体を対象として、食品産業や大学等との効率的な連携の促進を視野に入れた制度

である。 
 
 



 

  122

表 5.5 地域での総合的な展開が可能な制度一覧 

国土交通省 厚生労働省 国土交通省 農林水産省

都市地方連携推進事業
地域提案型雇用創造促
進事業(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ事業)

まちづくり交付金 村づくり交付金

都市と地方の農山漁村の
市町村等が連携して交流
推進に取組む事業

（雇用対策事業ﾒﾆｭｰ例）
①雇用機会創出ﾒﾆｭｰ,②能
力開発ﾒﾆｭｰ,③相談・情報ﾒ

ﾆｭｰ

都市再生整備計画に位
置づけられたまちづくりに
必要な幅広い施設等を対
象。

農業生産基盤整備,生活
環境整備,市町村創造型
整備（含,ｿﾌﾄ経費）

内容 目的

都市と農山漁村等の間の
交流促進により地方活性
化を推進すると共に,都市
住民の生活充実を図り,都
市と地方の農山漁村等の
市町村や住民･NPO等の
連携により行われる先導
的な交流事業をｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞ
両面で一体的に支援｡

地域の特性や資源を顕在
化させ,これらを有効に活
用した地域経済の活性化
や雇用機会の創出に資
する地域再生の具体的な
取組みと一体的に実施す
ることで,雇用創造効果を
高める取組みを支援。

地域の歴史・文化・自然
環境等の特性を活かした
個性あふれるまちづくりを
実施し,全国の都市の再
生を効率的に推進するこ
とで,地域住民の生活の
質の向上と地域経済・社
会の活性化を図る。

市町村合併を含む地方分権,
米政策改革に伴う農業・農
村の構造改革等の新たな課
題にも対応できる,地域が主
体の活力ある村づくりを進め
るという喫緊の課題に柔軟
に対応し,地域の創造力を活
かせるように,国の関与を縮
減し,市町村の裁量を大幅拡
大して,個性的で魅力ある村
づくりを推進する。

概要

都市と地方の農山漁村等
の市町村や住民等が連
携･参画して都市地方連
携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを策定し,それ
に基づく交流推進の為の
地域活動,施設整備,社会
実験等を実施。期間は原
則3ｶ年度｡

・「地域再生」の一環とし
て,雇用について,意欲が
ある地域の自発性・創意
工夫ある取組を競争的・
選択的に支援する。(ｺﾝﾃ
ｽﾄ方式で雇用創造効果
が高いものを選抜)
・実施期間は 大3年度
間

[1]都市再生整備計画の作
成
まちづくりの目標と目標を実
現するために実施する各種
事業を記載。
[2]交付金の交付
国は年度毎に交付金を交
付。
[3]事後評価
終了時,市町村に目標の達
成状況等の事後評価を求め
る。

事業実施主体が、地域住
民等の意向を踏まえ、村
づくりの目標及び客観的
な指標を策定し,国がこれ
らの目標,指標等を総合
的に評価して事業を採択
する。これにより従来の事
業採択時の審査に係る国
の手続きを縮減。

市町村
協議会(市町村と経済団
体等で構成)

市町村
市町村,PFI事業者（生活
環境整備に係る工種に限
る）

・既存ｽﾄｯｸを活用する施
設(増改築及び附帯施設
等)
・関連公共事業等と連携
し,相乗的な効果を発現す
る施設
・その他,早期効果発現,ｺ
ｽﾄ縮減等,より高い効果を
あげる施設

・雇用が少ない地域(同意
雇用機会増大促進地域
等の基準あり)
・地域再生計画の認証を
受け,自発的に地域の雇
用創造に取組む地域
・事業実施を希望の場合,
地域再生計画の認定申
請に先立ち,当事業の事
業構想を提案する。

地区要件なし（全国で実
施可能）。ただし都市再生
整備計画の作成が求めら
れる。

・市町村が策定する「村づ
くり計画」に基づいている
こと

・農業振興地域（これとの
一体的整備が相当な農
業振興地域以外の区域を
含）

１／３
一定の算出方法で算出
(概ね事業費の4割を交
付)。

交付率：定額

全体
#1

238,000,000(#3) 25,000,000(#3)

平均
#2

補助限度額：115,500
1年度につき 大2億円, 大

3年度間で6億円が上限

都市・地域整備局
地方整備課

職業安定局職業安定局
地域雇用対策室

都市・地方整備局まちづくり推進
課都市総合事業推進室

農村振興局地域整備課
総合整備事業推進室

備考

新規採択時に次の視点から各事
業の評価を実施。
①都市地方間連携の有効性
②事業実施地域（市町村）の視
点からの評価
③国の視点からの評価
④継続性についての評価

(財)高年齢者雇用開発協
会の「緊急雇用創出特別
基金事業」のうち「地域雇
用受皿事業」の一つとし

て実施

実施期間：平成17～20年
度

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）

省庁名

制度名

対象

#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月17日公
表）に記載された予算額

担当課

補助率

事業主体

主な要件

予算
規模
(千
円)
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表 5.6 中山間地域の価値や地域資源の魅力の向上につながる施策一覧 

国土交通省 国土交通省 文部科学省 文部科学省 農林水産省 農林水産省

景観形成事業推進費 観光ルネサンス補助制度
省庁連携子ども体験型

環境学習推進事業
「文化芸術による創造のまち」

支援事業
美しいむらづくり
総合整備事業

バイオマスの環づくり
交付金

公共事業関係費に係る事業
とその調査

外客誘致法に定める「地域観
光振興事業」

子どもたちが自ら企画し，継続
的な体験学習を行う事業

地域の文化芸術活動の環境づくり,人
材育成及び子ども達が参加する文化
芸術活動の活性化に寄与する事業

(事業ﾒﾆｭｰ)1.ﾊﾞｲｵﾏｽの利活用
の推進,2.ﾊﾞｲｵﾏｽの利活用に
必要な施設の整備(*)

内容 目的

豊かで質が高い国民生活の
実現に向け,景観形成事業
を推進し,良好な景観形成を
図ると共に観光立国の推進
にも資する。

外国人観光客の来訪促進のた
め,地域で観光振興に取組む民
間組織の事業に要する経費の
一部を国が補助することにより,
ｱｲﾃﾞｱとやる気に満ちた民間に
よる,国際競争力のある観光地
づくりを促進する。

関係省庁と連携して,地域の身
近な環境をﾃｰﾏに,継続的な体
験学習を行う事業の実施を通
し,体験型環境学習を推進す
る。

地域における文化芸術の創
造，発信及び交流を通した文
化芸術活動の活性化を図るこ
とにより，我が国の文化水準の
向上を図る。

活力ある農林水産業の持続的
な発展を図るとともに,自然環境
や景観にも優れた美しいむらづ
くりを実現するため,地方公共団
体,地域住民等の多様な主体の
参画により,生産基盤と生活環
境等を総合的に整備。

地域で発生・排出されるﾊﾞｲｵﾏ
ｽ資源を,地域内でｴﾈﾙｷﾞｰ,工
業原料,製品等へ変換し,可能な
限り循環利用するｼｽﾃﾑの構築
を図る。

概要

年度途中の必要に応じた機
動的な予算措置により,進行
中の景観形成事業(公共事
業)の促進を図る。

①「地域観光振興計画」,「同
事業構想」,「同事業計画」を
策定
②観光地の活性化に取組
む民間組織を市町村が認定

①子どもたちの参画による企画運営会
議等の実施
②地域での体験型環境学習の実施
 ・河川,漁港,農業用水,森林,国立公園
での体験型環境学習
 ・都市･農村の交流活動や農業体験で
の体験型環境学習
 ・地元の企業や商店街等での体験型
環境学習
③実践発表，協議

地域の文化芸術活動の環境づ
くり，人材育成及び文化芸術活
動の活性化に寄与する事業が
対象。
①人材育成：地域文化ﾘｰﾀﾞｰ育
成,②団体育成：地域の顔とな
る芸術文化団体の育成,③発信
交流：ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等による発信・
交流など

１）農村振興総合整備統合補助事業の
事業内容に次手法を導入。
[1] 重点整備地域の設定等による景観
や自然環境との調和に配慮した景観
整備等
[2] 直営施工等を活用した住民参加型
の整備
２）地方の裁量により,構成事業を総合
的に実施。
３）施設管理予定の地方公共団体への
事業委任や合併予定市町村への施設
の整備

関係者への理解の醸成,利活
用計画の策定,ﾊﾞｲｵﾏｽの種類
に応じた利活用対策,ﾊﾞｲｵﾏｽ
の変換・利用施設等の一体的
な整備等,ﾊﾞｲｵﾏｽﾀｳﾝ実現に向
けた地域の創意工夫を凝らし
た主体的な取組を支援する。

（公共事業の実施主体。但
し調査については国）

観光地の活性化に取組む民間組
織で市町村の認定を受けたもの
（公益法人,NPO法人等）
→APA(*1)

都道府県,政令指定都市,
実行委員会等民間団体

都道府県,市町村,
実行委員会等

市町村等
都道府県,市町村,農林漁業者
が組織する団体等

・景観法に基づく「景観計
画」に定めた事業
・都市計画法による風致地
区,屋外広告物法に基づく屋
外広告物条例に定めた地
区,その他の法令･条例に基
づく景観に係る規制の対象
となる地域又は区域
・原則として継続施行中の
事業

①外客誘致法に定める「外客
来訪促進計画(都道府県)」「地
域観光振興計画(市町村)」が策
定済
②「事業構想」を市町村が認定
していること

1)市町村等策定の農村振興基
本計画で「美しいむらづくり」に
ついての自治体等の取組の基
本方針が明記されていること
2)地域住民等の多様な主体に
よる美しいむらづくりに向けた
活動や他事業との連携が図れ
ていること
3)美しいむらづくりに向けた地
域推進体制が整備又は予定さ
れていること

(事業ﾒﾆｭｰに応じ規定ｱﾘ)
(以下は施設整備の場合)
1)ﾊﾞｲｵﾏｽﾀｳﾝ構想又はﾊﾞｲｵﾏ
ｽ利活用の中期的方針が策定
済か,策定確実と見込まれるこ
と。
2)地域で発生し,利用可能なﾊﾞｲ
ｵﾏｽの内,1種類以上のﾊﾞｲｵﾏｽ
についてﾊﾞｲｵﾏｽﾀｳﾝ構想の公
表基準である利活用割合に相
当するﾊﾞｲｵﾏｽ量の利活用が図
られること。

元の各公共事業で定められ
た率

対象経費の40%(上限)
補助期間： 大24ヶ月

（委託事業） 各構成事業の補助率による 定額(概ね1/2～1/3以内)

全体
#1

1,093,000 約2億円(#3) 62,107(#3) 508,048(#3) 500,000 13,728,589(#3)

平均
#2

－ 単年度当り概ね1千万以上

国土計画局総務課
総合政策局観光地域振興課,

事業統括調整官室
大臣官房国際課 文化庁文化部芸術文化課

農村振興局地域整備課総合整
備事業推進室

大臣官房環境政策課資源循環
室

備考 平成16年度創設

(*1)ATA:ｴﾘｱ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ･ｴｰｼﾞｪﾝ
ｼｰ
(*2)ATAには別途,税制特例あ
り

平成14年度～
平成16～20年度（新規採択期
間）

(*)必要な場合,事業ﾒﾆｭｰとして,
地域独自の取組(「地域提案型
事業」)も実施可。

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）
#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月17日公表）に記載された予算額

担当課

予算
規模
(千円)

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率

 



 

  124

表 5.7 地域資源の活用に向けたマーケティングなど地域づくりの戦略形成に資する制度一覧 

経済産業省 経済産業省 農林水産省 農林水産省 経済産業省 経済産業省

マーケティング調査事業
地域新生コンソーシアム

研究開発事業
森業・山業創出支援

総合対策事業
食料産業クラスター

推進事業

地域活性化創造技術研究開発費等
補助金(地域活性化創造技術研究開
発事業)

地域新規産業創造技術開発費補
助事業

特産品開発と観光振興を対象に,自
治体の事業熟度に応じた調査･ｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞを実施。

研究開始のための充分な基礎研
究,調査等の蓄積がある技術

事業化計画の策定,実証的事業
運営に必要な経費（事業費）,ｱﾄﾞ
ﾊﾞｲｻﾞｰ派遣費

地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ食品,地域の食品企業の
技術開発・知的財産の利活用の環境
整備等への支援

1)創造的中小企業振興枠：「創造的事業
活動支援関連技術部門」

2)ものづくり試作枠：「試作開発部門」,「取
引多様化部門」

企業等が行うﾘｽｸが高い実用化
技術開発に要する経費の一部

内容 目的

電源地域振興指導事業の一環と
して,電源地域が行う特産品振興
及び施設を対象とする観光振興
等の戦略的ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを支援する
ことで,地域の地場産業の活性化
を図り,地域の自立的・長期的発
展を支援する。

地域の新産業・新事業を創出し,地域
経済の活性化を進めることを目指
す。

森林資源等を活かしたﾂｰﾘｽﾞﾑ,特
産物の開発など新たなﾋﾞｼﾞﾈｽ(森
業,山業)の創出を図る。

食品産業と農業の連携により国
産農水産物活用し,高付加価値商
品の供給及び産地ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの確立
を推進する。

中小企業の技術開発を促進し、
中小企業の技術改善を図ること
を目的とする。

地域において新産業・新事業を
創出し、地域経済の活性化を図
る。

概要

地元関係者･住民の参加を得て,
地域意見を踏まえつつ全国的な
生産動向や消費動向を分析し,電
源地域が持つ資源を活かした特
産品開発や観光開発事業を支援
する。

大学等の技術ｼｰｽﾞを活用した,地
域の産学官の強固な共同研究体
制(地域新生ｺﾝｿｰｼｱﾑ)を組むこ
とにより、実用化を念頭におく高
度な研究開発を行い,新規産業の
創出に貢献しうる製品･ｻｰﾋﾞｽ等
を開発する。

ｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾍﾟ等によるﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ
の選定,実証的事業運営等を実施
すると共に,関連事業を活用し,起
業ﾌｨｰﾙﾄﾞや施設整備を実施す
る。

地域の食材,人材,大学等の技術,
その他の資源を効率的に結び付
けることによる食料産業ｸﾗｽﾀｰの
形成等を支援する。

中小企業者等が行う新製品,新技
術,環境保全,省ｴﾈﾙｷﾞｰ等に関す
る技術研究又は研究開発要素の
ある試作及び製品化の為の試作
に要する経費について,その一部
を（国庫予算と合わせて）県が補
助する。

必要に応じ大学等の技術支援を
受けて地域企業やﾍﾞﾝﾁｬｰ企業が
実施する実用化技術開発に要す
る経費の一部を補助する。一般
枠とｴﾈﾙｷﾞｰ枠(ｴﾈﾙｷﾞｰ使用の合
理化に資するもの,又は代替石油
ｴﾈﾙｷﾞｰの開発及び利用に資す
るもの)がある。

電源地域市町村 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理法人
地方公共団体,組合(森林組合等),
会社･財団･社団法人･NPO,任意
団体,個人

民間団体

中小企業者,及びその団体（事業協同
組合,事業協同小組合,協同組合連合
会,企業組合,協業組合,商工組合。但
し火災共済協同組合,信用協同組合
及び同組合連合会並びに商工組合
連合会を除）

民間企業

電源地域市町村

<一般枠>地域の大学・公的研究機関
と民間企業等が研究開発共同体を
構成すること。提案は管理法人が行
うこと。
<中小企業枠>上記に加え,中小企業
による事業化に直結する研究開発で
あること。
<他府省連携枠>一般枠に加え,他府
省の研究開発施策で 近行われた
研究開発から生まれた優れた技術
ｼｰｽﾞを活用すること,他

１）森林資源や山村のﾌｨｰﾙﾄﾞを活
用したﾋﾞｼﾞﾈｽであること。
２）そのﾋﾞｼﾞﾈｽの実施が山村の活
性化につながるものであること。

1)創造的中小企業振興枠：「中小企業の
創造的事業活動の促進に関する臨時措
置法」第3条に規定の事業活動方針に基
づき,同法第４条に規定する研究開発等事
業計画の認定を受けてその計画を実施す
る中小企業者。
2)ものづくり試作枠(取引多様化部門)：
「下請け中小企業振興法」第2条第3項に
規定する下請事業者で,新事業者との下
請取引額が原則,全体取引額の概ね20%
以上を占め,当該新事業者以外の新たな
販路開拓を図る者。

・開発終了後、直ちに事業化でき
るもの
・地域における新産業・新事業の
創出に資するもの
ｴﾈﾙｷﾞｰ枠(新規産業創造技術開
発費補助金は,上記の他に要件ｱ
ﾘ

（委託事業） (委託事業) 事業費の50%以内（上限あり）。
間接補助事業における補助対象
経費の2/3（*）以内

原則1/2以内(但し,大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰに
よる技術開発もしくは大学等の技術
支援を受けて実施する技術開発・3R
技術の実用化による循環型社会の
構築に資する技術開発の場合は2/3
以内)

全体
#1

<一般枠>1億円以内/年･件,<中小企
業枠>3千万円以内/年･件(*)

134,852(#3) 609,223(#3) 1,140,000
3千万～1億円以内/件・年

2年目は減額ｱﾘ

平均
#2

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁電力･ｶﾞｽ事業部.
電力基盤整備課

地域経済産業グループ地域技術
課

林野庁計画課森林総合利用・山
村振興室

総合食料局食品産業企画課
各経済産業局産業企画部産業技
術課

各経済産業局産業企画部産業技
術課

備考
事業委託先：(財)電源地域振興ｾ
ﾝﾀｰ

(*)2年目は減額
（社）日本森林技術協会が事務局
事業実施期間：平成17～21年度

実施期間：平成15～21年度 (*)国1/3,県1/3(補助限度額ｱﾘ)

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）
#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月17日公表）に記載された予算額

担当課

予算
規模
(千円)

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率
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(5) 都市と中山間地域の交流を促す制度 
交流促進という観点からは、まずは情報通信基盤の整備に関する事業が挙げられ、総務省によ

る「新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」、「地域情報通信基盤整備推進交付金」等がある。

特に後者については、条件不利地域や合併市町村等という前提はあるものの、有線、無線に限ら

ず地域特性に応じた施設整備が可能な交付金であり、使い勝手が良い制度と考えられる。 
一方、ソフト面では、情報通信基盤を活用する人材の育成を図る「情報通信人材研修事業支援

制度」（総務省）のような例、さらには若者の地方滞在体験を促進する「地域づくりインターン事

業」（国土交通省）がある。このほか、交付金としては農林水産省の「元気な地域づくり交付金」、

「山村力（やまぢから）モデル事業」の導入も有望である。特に前者は予算額も大きく、「元気な

地域づくり計画」という形で基本方針の策定が前提となるものの、農業分野における事業として

はグリーンツーリズムや農業生産基盤整備等への支援なども含むソフト、ハード両面にわたる総

合的な展開が可能な制度といえる。 
 

(6) 地域としての課題の解決に役立つ制度 
この観点からは、やはり農業関連の施策は充実しており、「強い農業づくり交付金」、「強い林

業・木材産業づくり交付金」、「森林（もり）づくり交付金」、「里山エリア再生交付金」など地域

特性別なものがある。また、他省庁でも、「社会教育活性化総合推進事業」（文科省）、「中小商業

ビジネスモデル支援事業」（経産省）、「地域介護・福祉空間整備等交付金」（厚労省）等が用意さ

れており、課題の分野や地域特性等に応じて活用可能な制度を見つけ出していくことが重要とな

る。例えば、「中小商業ビジネスモデル支援事業」における「公募テーマ」は、高齢化・環境対応

型、業種・業態複合型、経営革新対応型など、近年の社会的要請を考慮したものとなっている。 
 

(7) 地域における多様な主体の支援に繋がる制度 
多様な主体の参画や連携促進に繋がる方策についても多くの省庁にわたっており、「民間教育

事業者等との連携による生涯学習の推進」、「社会教育活性化総合推進事業」（文科省）、「環境コミ

ュニティ・ビジネス事業（企業・市民等連携環境配慮活動活性化モデル事業）」（経産省）、「地域

創業助成金」（厚労省）、「市民活動団体等支援総合事業」（内閣府）、「元気な地域づくり交付金

（やすらぎ空間整備ほか）」、「農村コミュニティ再生・活性化支援事業」（農水省）、「環境と経済

の好循環のまちモデル事業」（環境省）などが挙げられる。 
なお、これらの制度の導入に際しては、対象団体の条件として、行政と連携や調整のうえで設

立・運営される組織という性格が求められる例が多い。 
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表 5.8 都市と中山間地域の交流を促す制度一覧（1/2） 

国土交通省 総務省 総務省

都市地方連携推進事業
新世代地域ケーブルテレビ施

設整備事業
地域イントラネット基盤整備事

業

都市と地方の農山漁村の市町
村等が連携して交流推進に取
組む事業

ｾﾝﾀｰ施設,ﾈｯﾄﾜｰｸ設備等
1)施設・設備費(ｾﾝﾀｰ施設,映像
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ装置等）
2)用地取得費・道路費

内容 目的

都市と農山漁村等の間の交流
促進により地方活性化を推進す
ると共に,都市住民の生活充実
を図り,都市と地方の農山漁村
等の市町村や住民･NPO等の
連携により行われる先導的な交
流事業をｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞ両面で一体
的に支援｡

地域に密着した映像情報を提
供するｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞを整備し,緊急
情報,福祉情報等,地域の住民
生活に不可欠な文化・教養情報
など,多様な情報の提供を通じ,
情報化の均衡ある発展を図る。

地域公共ﾈｯﾄﾜｰｸの整備により
地域の教育、行政、福祉、医
療、防災等の高度化を図る。

概要

都市と地方の農山漁村等の市
町村や住民等が連携･参画して
都市地方連携ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを策定し,
それに基づく交流推進の為の
地域活動,施設整備,社会実験
等を実施。期間は原則3ｶ年度｡

自主放送の実施による地域に
密着した映像情報（行政情報,
気象情報等）を提供するｹｰﾌﾞﾙ
ﾃﾚﾋﾞ施設,又は双方向機能を活
用してｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ等を
提供するｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ施設の整
備・運営を行う。

学校、図書館、公民館、市役所
などを高速・超高速で接続する
地域公共ﾈｯﾄﾜｰｸの整備を支援
することにより,電子自治体を推
進するとともに,市町村合併の推
進等を重点的に支援。

市町村
都道府県、市町村、第三セク
ター

都道府県,市町村,第三ｾｸﾀｰ及
び複数の地方公共団体の連携
主体

・ 既存ストックを活用する施設
(増改築及び附帯施設等)
・ 関連公共事業等と連携し､相
乗的な効果を発現する施設
・ その他､早期効果発現､コスト
縮減等､より高い効果をあげる
施設

１／３
市町村→1/3、
第三ｾｸﾀｰ→1/4

a)：1/3、b)：a)以外の連携主体,合併
市町村：1/2、c)：第三ｾｸﾀｰ→1/4

全体
#1

183,700,000 3,914,000

平均
#2

補助限度額：115,500

都市・地域整備局
地方整備課

情報通信政策局地域放送課
政策統括官（情報通信担当）地

域通信振興課

備考

新規採択時に次の視点から各事業
の評価を実施。
①都市地方間連携の有効性
②事業実施地域（市町村）の視点
からの評価
③国の視点からの評価
④継続性についての評価

a):都道府県,市町村単独の場合
及び都道府県,政令市,中核市か

ら成る連携主体

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）
#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2
月17日公表）に記載された予算額

担当課

予算
規模
(千
円)

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率
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表 5.9 都市と中山間地域の交流を促す制度一覧（2/2） 

総務省 国土交通省 農林水産省 農林水産省 総務省

情報通信人材研修事業支援制
度

地域づくりｲﾝﾀｰﾝ事業(若者の
地方体験交流支援事業)

山村力（やまぢから）誘発ﾓﾃﾞﾙ
事業

元気な地域づくり交付金
地域情報通信基盤整備推進交

付金

電気通信ｼｽﾃﾑの設計・運用,放
送番組制作等の知識・技術向
上に資する研修事業

体験調査員の滞在支援費(傷害
保険,ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ参加時の旅費
等)

<例>1)山村振興の将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ策定。2)
都市と山村の協働。3)山村資源の循環
利用。4)定住者の確保。他。

農村振興対策（うち情報基盤整
備）,中山間地域等特別対策等

1)本体施設(ｱﾝﾃﾅ施設,ﾍｯﾄﾞｴﾝ
ﾄﾞ等）、2)付帯施設(ｾﾝﾀｰ施設,
受電設備等）

内容 目的

近年、急速に高度化が進む情
報通信分野の専門的な知識及
び技能を有する人材を育成する
ことにより、ＩＴ人的資源大国とな
ることに貢献。

大都市圏の学生や社会人など
の方に,地方圏における地域の
暮らし、地域づくりへの取組,地
域産業等を体験する機会を提
供することを通じ,地域活性化や
ＵＪＩﾀｰﾝの促進に資することを
目指す。

山村と都市の連携で,山村での
様々な体験,教育,労働,生活の
場を求める都市住民のﾆｰｽﾞに
対応し,山村への人や資金の導
入により山村地域の活性化を
図り,森林整備の推進による森
林の多面的機能の発揮を図
る。

地場産業の核である農林水産
業の振興を柱として、多様で豊
富な地域資源を地域の創意と
工夫により活用した「元気な地
域づくり」を推進するため、農山
漁村の活性化に資する各種の
施策を総合的に推進する。

地域住民の生活の向上及び地
域経済の活性化を図るため,地
域特性に応じた情報通信基盤
の整備を支援し,地域間の情報
格差を是正する。

概要

情報通信人材研修事業を実施
する者を対象に、当該事業に必
要な経費の一部を助成。
 

三大都市圏の学生や社会人等
を7月上旬～9月に全国30市町
村に地域づくりｲﾝﾀｰﾝ(体験調
査員)として派遣し,現地の地域
づくり活動や産業体験,地域住
民との交流を通じ,若者に地方
の良さを知って貰うと共に,ﾌﾚｯ
ｼｭな観点を地域活性化に役立
てる。原則,1地域2名。

山村地域と都市住民の連携に
より,山村再生ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定など
山村への定住者確保に繋がる
様々な取組の中から,全国的に
先進的な取組を募集・選定・支
援し,山村地域の活性化ﾓﾃﾞﾙと
して全国に普及啓発していく。

（ｿﾌﾄ）1.農村の振興,2.グリーン・
ツーリズム、都市農業の振興,3.
農業生産の基盤の整備活動支
援
（ﾊｰﾄﾞ）1.農村の支援,2.グリー
ン・ツーリズム、都市農業の振
興,3.農業生産の基盤の整備,4.
中山間地域等の振興

地域の特性に応じた情報通信
基盤を整備し,情報格差の解消
を行う地方公共団体に対し,有
線･無線を問わず幅広い支援対
象による補助を実施。

第三ｾｸﾀｰ,公益法人,NPO法人
(障害者対象の場合,社会福祉
法人も含)

国土交通省が地方の市町村等
と連携して実施

山村と都市のNPOや自治体等
が連携した任意団体等

農業者が組織する団体 農業協
同組合 土地改良区 市町村都
道府県等

①条件不利地域の市町村、
②①を含む市町村･連携主体、
③第三ｾｸﾀｰ法人

1)都道府県域を超え,都市と山
村で任意団体を結成する場合。
2)都道府県域を超え,都市と山
村で協定を結ぶ場合。

この他,次の取組であること。
・山村の活性化に資する長期的
な取組。
・先進的で他地域への波及効
果が高い取組。

「元気な地域づくり計画」を策定,
ほか

1)助成率：1/2（*1）
2)助成額上限：500万円(*2)

実施に必要な経費の1/2以内 定額(1/2,1/3相当等）
1)条件不利地域の市町村(*)：交付
率1/3、2)第三ｾｸﾀｰ法人：交付率
1/4

全体
#1

281,000(#3) 125,000(#3) 41,526,054(#3) 5,257,000(#3)

平均
#2

情報通信政策局情報通信利用
促進課推進係

都市・地域整備局
地方整備課

林野庁計画課森林総合利用・
山村振興室

農村振興局地域整備課 情報通信部情報通信振興課

備考

(*1)障害者対象の研修の場
合,2/3
(*2)ＩＴﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ地区案件は
上限一千万円

派遣地域での宿泊費は地元負
担。派遣先までの往復交通費
は体験調査員が自己負担。

（社）日本森林技術協会が事務
局
事業実施期間：平成17～21年
度

事業実施期間 平成17～21年度
(*)条件不利地域の市町村を含
む合併市町村又は連携主体も
同率

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）
#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月17日公表）に記載された予算額

担当課

予算
規模
(千
円)

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率
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表 5.10 地域としての課題の解決に役立つ制度一覧（1/2） 

文部科学省 農林水産省 経済産業省 農林水産省

社会教育活性化総合推進事業
元気な地域づくり交付金

(うち地域環境保全型農業推進)
中小商業ビジネスモデル支援事業 強い農業づくり交付金

社会教育施設で地域の特定の課題に取組
む事業や社会教育施設の機能の高度化を

図る事業

環境保全型農業の推進施設の整備
への補助

新たなﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの開発時の調査
研究事業や実証実験事業への支援

①生産対策,②経営対策,③流通対
策

内容 目的

社会教育施設を中核とした地域の
課題解決のための事業を実施する
とともに、モデルプログラムの開発
等を行い、社会教育の全国的な活
性化を図る。

土づくりや減農薬・減化学肥料等の
取組推進の為,地域での環境保全
型農業の推進計画の目標達成に向
け,必要な基盤整備や土づくり施設
整備等を総合的に実施。

中小商業者又は中小商業団体が,
多様化した消費者ﾆｰｽﾞや高齢化・
環境対応等の近年の社会的要請に
対応して新たなﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを開発
することを可能とする。

国産農畜産物の競争力強化の為,
消費者等のﾆｰｽﾞに対応し,一層の
低ｺｽﾄ化,高付加価値化等競争力強
化に向けた,担い手を中心とする「攻
め」の取組を支援し,産地の力強い
生産供給体制を確立。また,地方の
自主性・裁量を高める「交付金型」
と,広域性・ﾓﾃﾞﾙ性が特に高い取組
を国が直接採択し,ｽﾋﾟ-ﾄﾞ感を持ち
効果的に取組を推進。

概要

1)社会教育活性化推進委員会の設
置（文科省）、
2)社会教育活性化総合推進事業の
実施（10地域への委託）…①重点分
野相互連携事業,②社会教育施設
機能高度化事業

地域での環境保全型農業の推進計
画の目標達成に向け,次の施設等を
整備
1)生産基盤整備
2)土づくり施設整備
3)水質保全施設整備
4)生態系保全施設整備
5)効果検証・情報発信体制整備

新規性,独自性がある新ｻｰﾋﾞｽの開
発や提供,商品の新たな販売方法の
導入,新たな経営管理方法の導入等
の新たなﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの開発に必要
な調査研究及び実証実験に要する
経費の一部を補助。

旧来の補助金の「生産振興総合対
策事業」「輸入急増農作物対応特別
対策事業」「農業経営総合対策事
業」等を統合したもの。

運営協議会等
都道府県、市町村、土地改良事業
団体連合会、土地改良区、農協等

中小商業者、中小商業団体等
市町村、民間団体、農業者が組織
する団体など

・「元気な地域づくり計画」を策定
・地域で面的広がりをもち環境保全
型農業に取組むこと
・市町村等の環境保全型農業の推
進計画で,事業実施地域での持続性
が高い生産方式（土づくり、化学肥
料低減、農薬低減),水質改善,生態
系保全等の実践計画とその目標が
設定済なこと
・生産基盤整備の受益面積が5ｈａ
以上

公募テーマ
[1]高齢化・環境対応型
[2]業種・業態複合型
[3]卸小売連携・ﾘﾃｰﾙｻﾎﾟｰﾄ型
[4]経営革新対応型

(事業種目や実施主体により異な
る）

(委託事業) 1/2 補助率：1/2
定額(事業種目や実施主体により異
なる）

全体
#1

83,923(#3) 2,000,000 264,000 40,505,635(#3)

平均
#2

調査研究：100～500万円
実証実験：100～1,000万円

生涯学習政策局社会教育課 農村振興局地域整備課 中小企業庁経営支援部商業課 生産局総務課生産振興推進室

備考

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）
#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月17日公表）に記載された予算額

担当課

予算
規模
(千円)

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率
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表 5.11 地域としての課題の解決に役立つ制度一覧（2/2） 

農林水産省 農林水産省 農林水産省 農林水産省 厚生労働省

強い林業･木材産業づくり交付
金

森林(もり)づくり交付金 里山ｴﾘｱ再生交付金 中山間地域等直接支払交付金
地域介護・福祉空間整備等交

付金

組織や人材の育成等ｿﾌﾄ面から
施設整備などﾊｰﾄﾞ面までの支
援

組織の取組支援等ｿﾌﾄ面から施
設整備などﾊｰﾄﾞ面までの支援

特別養護老人ﾎｰﾑを始めとする
福祉施設や高齢者の在宅生活
を支える情報網等

内容 目的

地域の自主性,裁量性が十分発
揮されるよう,各ﾒﾆｭｰ間,地域間
の配分の弾力化,地域独自の提
案への支援を実施できる仕組
みにおいて,林業の持続的･健全
な発展と需要構造の変化に対
応した林産物の供給,利用促進
を図る。

森林の多面的機能の発揮と山
村再生を図るため、森林の整
備・保全のための条件整備、山
村地域の活性化、国民参加の
森林づくりや森林環境教育等へ
の支援を一体的・総合的に実施
する。

花粉発生源対策,竹侵入対策,耕
作放棄地対策や野生鳥獣害へ
の対策など,里山ｴﾘｱが抱える
様々な課題に柔軟かつ効果的に
対応する。

中山間地域等で農業生産活動
等が継続されるよう,農業生産
条件の不利を補正する為の支
援。平成17年度以降には、中山
間地域等の多面的機能の維
持・増進を一層図る為,自律的
かつ継続的な農業生産活動等
の体制整備に向けた前向きな
取組等を推進。

三位一体改革や地域再生の観
点等を踏まえ,国民が住み慣れ
た地域で暮らし続けることを可
能にする為,各地方公共団体が
地域の実情に合わせて予防か
ら介護に至るｻｰﾋﾞｽ基盤を面的
に整備することを支援する。

概要

1)効率的な林業生産体制の早
急な確立,2)担い手の定着促進
と山村再生,3)木材産業構造改
革の推進と木材･木質ﾊﾞｲｵﾏｽ
利用の推進,4)担い手となる人
材等の育成,を一体的･総合的
に推進。

・ﾊｰﾄﾞ：間伐促進の為の作業
道・高性能林業機械整備,都市
との交流基盤施設整備,実習
林・学習展示施設整備
・ｿﾌﾄ：流域内の合意形成,山地
防災情報の伝達体制の整備,病
虫獣害対策の推進,企業やﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ団体の森林づくり等

居住地周辺の森林や居住基盤
に関する整備を,地域の創造力を
活かして総合的に実施する。

中山間地域等の農業生産条件
が不利な農用地で,協定に基づ
き,5年以上継続して農業生産活
動を行う農業者等に対して,平
地地域と中山間地域等との農
業の生産条件格差の範囲内で
交付金を支払う。

地方自治体が作成する整備計
画に交付金を交付し,地方の自
主性や裁量を活かした弾力的
な介護ｻｰﾋﾞｽ基盤整備等を可
能とする。

都道府県、市町村、森林組合、
ＰＦＩ事業者等

都道府県、市町村、森林組合等 都道府県、市町村、森林組合等 中山間地域等の市町村 市町村

(ﾊｰﾄﾞ事業の場合)
・都道府県の事業計画書(個別
事業毎でなく交付金1本で作
成)。これに基づき,
1)成果目標の設定,2)機能要
件,3)一般的基準(受益戸数
等),4)上限建設費,5)その他の施
設別の基準,6)利用計画･収支
計画,7)収支を伴う施設に係るそ
の他の基準,への適合が求めら
れ,さらに事前評価を実施。

都道府県毎の事業費配分は,要
綱･要領等に基づき提出される
事業計画により,等交付金により
達成しようとする目標や関係者
との合意形成状況等をﾎﾟｲﾝﾄ化
し,これらに応じて算定。
都道府県から市町村や森林組
合等への交付については,都道
府県の裁量とする。

・対象地域：特定農山村,振興山
村,過疎,半島,離島,沖縄,奄美群
島,小笠原諸島,都道府県知事
が指定する地域(特認区域)
・上記対象地域のうち,農振農用
地内の一定の条件の農用地(基
準ｱﾘ)
・集落協定又は個別協定を締結
し,集落の将来像を明確化し,そ
の実現の為の具体的な活動等
を位置付け,実践する農用地
等。

都道府県は,特養など「広域型
施設」の整備や既存施設の改
修等を定めた「都道府県整備計
画」を策定。
市町村は,日常生活圏域を単位
としてｻｰﾋﾞｽ拠点を面的に整備
する「市町村整備計画」を策定。

交付率：定額 交付率：定額 交付率：定額
定額。但し,協定内容に応じた段
階設定ｱﾘ。

(事業区分毎の基礎単価を積上
げ交付額の基礎とする)

全体
#1

6,990,037(#3) 125,000(#3) 11,000,000(#3) 21,800,000(#3) 47,610000(#3)

平均
#2

林野庁経営課,木材課,研究普
及課

林野庁計画課,整備課,治山課,森林保全
課,研究普及課,経営課 林野庁整備課 農村振興局地域整備課 老健局計画課

備考 実施期間 ：平成17～21年度 実施期間 ：平成17～21年度 実施期間 ：平成17～21年度

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）

予算
規模
(千円)

#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月17日公表）に記載された予算額

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率

担当課
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表 5.12 地域における多様な主体の支援に繋がる制度一覧（1/2） 

文部科学省 経済産業省 文部科学省 文部科学省 厚生労働省 内閣府

民間教育事業者等との連携に
よる生涯学習の推進

環境ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業(企業・
市民等連携環境配慮活動活性
化ﾓﾃﾞﾙ事業）

社会教育活性化総合推進事業
地域教育力再生プラン(地域ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱ推進事業ほか)
地域創業助成金

市民活動団体等支援総合事業
(人材育成事業・ﾈｯﾄﾜｰｸ形成促

進事業)

生涯学習分野のNPOの立上げ
支援など,委託事業の実施と有

識者研究会の開催

提案事業に要する経費もしくは
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの立上げに要する

事業費

社会教育施設で地域の特定の課題に
取組む事業や社会教育施設の機能の

高度化を図る事業

運営協議会等によるｽﾎﾟｰﾂやﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱ等の活動の支援

1.新規創業支援金,2.雇入れ奨
励金,追加雇入れ奨励金,3.追加
新規創業支援金

(例)研修や実習事業,調査事業,
情報発信事業等

内容 目的

多様化・高度化する地域住民の
学習ニーズを的確に把握し、こ
れに即応した学習機会を提供
する。

事業者,NPO,市民等の各主体の
能力が充分に発揮されるよう,地
域で企業,市民等が連携し,地域
ｺﾐｭﾆﾃｨ内の環境問題を解決し
つつ地域を活性化する「環境ｺ
ﾐｭﾆﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ」を発掘し,それを
支援することを通じて,持続的か
つ効率的な環境負荷の低減を
図る。

社会教育施設を中核とした地域
の課題解決のための事業を実
施するとともに、モデルプログラ
ムの開発等を行い、社会教育
の全国的な活性化を図る。

社会構造や環境変化に伴う住
民の地域社会への帰属意識の
希薄化、近隣住民間の連帯感
の欠如や青少年の問題行動の
深刻化などを背景として、地域
の教育力の再生を測る多様な
機会を提供する。

地域における雇用創出の支援
の為,ｻｰﾋﾞｽ分野又は市町村が
自ら選択した重点分野において
創業するものに対し,新規創業
及び雇入れについて,助成す
る。

ＮＰＯ等の市民活動団体の活動
を通じた市民参加や様々な主
体の協働を促進することで,多様
化する地域ﾆｰｽﾞに適確に対応
すると共に,地域再生の推進を
図る。

概要

行政とNPO等の民間教育事業
者とがﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを形成し、そ
れらの連携による学習活動を推
進するﾓﾃﾞﾙ事業を支援する。

地域における企業、市民等が連
携した先進的な「環境ｺﾐｭﾆﾃｨ･
ﾋﾞｼﾞﾈｽ」を公募により掘り起こし,
事業委託費によりその展開を支
援すると共に,その成果,課題等
を評価し,広く普及・啓発を行う。

1)社会教育活性化推進委員会
の設置（文科省）、
2)社会教育活性化総合推進事
業の実施（10地域への委託）…
①重点分野相互連携事業,②社
会教育施設機能高度化事業

①安全・安心して活動できる子
どもの居場所（活動拠点）づくり
の支援、②地域資源を活用した
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、③ｽﾎﾟｰﾂ及び④
特色ある様々な文化の体験活
動等の促進を通じ,地域の教育
力を再生する。

地域貢献事業を行う法人を設
立又は個人事業を開業し,65歳
未満の非自発的離職者を1人以
上含む2人以上の常用労働者
及び短時間労動者を雇用した
場合,新規創業に係る経費及び
労働者の雇入れを支援する。

認定地域再生計画における位
置付け等を踏まえ,各地の先駆
的な「人材育成事業」及び「ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ形成促進事業」を選定し,こ
れらの実施を通して効果的な
NPO活動促進策を分析,検討す
る。

行政・NPO等で構成する実行委
員会

企業,企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ等の団体及び
NPO等の市民活動団体等

運営協議会等 運営協議会等 法人又は個人事業主

原則としてNPO法人,又はその
中間支援組織　(申請に関する
内閣府との連絡・調整は地方公
共団体の担当者が行う)

企業ｸﾞﾙｰﾌﾟ､市民活動団体等の
運営費補助ではなく、提案され
た事業に要する経費もしくはﾋﾞ
ｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの立上げに要する事
業費に限定し負担する。

①地域子ども教室推進事業、②
地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業、③
総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ育成推
進事業、④文化体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ支
援事業

1)雇用保険の適用事業の事業
主。 2)法人設立又は個人事業
の開業後6ｶ月以内に地域貢献
事業計画書を提出し,認定を受
けた事業主。3)認定を受けた計
画に基づき,地域貢献事業を主
事業として行う法人等を新たに
設立する事業主、他

・地域再生計画としての認定

・認定地方公共団体の推薦を受
けた団体

(委託事業)
定額(事業費は100～

400万円程度)
(委託事業)

基準額及び,雇入れ状況に応じ
た上限額以内

(請負契約）

全体
#1

26,487(#3) 83,923(#3) 11,200,000 ー 108,088(#3)

平均
#2

100～500万円程度(#3)

生涯学習政策局生涯学習推進
課

産業技術環境局環境政策課環
境調和産業推進室

生涯学習政策局社会教育課
生涯学習政策局政策課地域政

策室
職業安定局地域雇用対策室

地域再生事業推進室,国民生活
局市民活動促進課

備考
(財)高齢者雇用開発協会が実
施

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）
#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月17日公表）に記載された予算額

担当課

予算
規模
(千円)

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率
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表 5.13 地域における多様な主体の支援に繋がる制度一覧（2/2） 

農林水産省 農林水産省 環境省

農村ｺﾐｭﾆﾃｨ再生･活性化支援事
業

元気な地域づくり交付金
（やすらぎ空間整備ほか）

環境と経済の好循環のまちモデ
ル事業

1)都市から農村への定住の促
進,2)地域産業との連携の推進

農村振興対策（うち情報基盤整
備）,中山間地域等特別対策等

1)地域ｴｺ推進事業(委託事業)、
2)地球温暖化を防ぐ地域ｴｺ整備
事業(交付金事業)

内容 目的

農村ｺﾐｭﾆﾃｨの再生・活性化に向
け,都市住民の農村への回帰等
による定住促進と共に,定住者の
活用や地域での多様な主体の
連携を図る為,行政の枠を越えて
活動するNPO法人や団体等の
参画を促す民間主導型の事業
制度を創設。

地場産業の核である農林水産
業の振興を柱として、多様で豊
富な地域資源を地域の創意と工
夫により活用した「元気な地域づ
くり」を推進するため、農山漁村
の活性化に資する各種の施策を
総合的に推進する。

環境と経済の好循環を地域発の
創意工夫と幅広い主体の参加に
よりまちづくりのﾓﾃﾞﾙとなる事業
を行い,これを広く国の内外に示
すことにより,その普及を図る。

概要

都市住民の定住促進と共に,定
住者の活用や地域での多様な
主体の連携により,農村と地域企
業の連携による農業分野に留ま
らない新たな事業の創出等,農
村の地場資源と地元人材等を活
かした新たな取組を推進する。

（ｿﾌﾄ）農業生産の基盤の整備活
動支援
（ﾊｰﾄﾞ）1.農村の支援,2.グリーン・
ツーリズム、都市農業の振興,3.
農業生産の基盤の整備,4.中山
間地域等の振興

全国のﾓﾃﾞﾙとなるような,地域発
の創意工夫と幅広い主体の参
加により,CO2の排出削減等を通
じた環境保全と雇用創出等によ
る経済活性化を同時に実現す
る,環境と経済の好循環のまちづ
くり案を募集する。

NPO法人,農業協同組合,土地改
良区,その他農業者の組織する
団体,地方公共団体の出資団体
等

農業者が組織する団体 農業協
同組合 土地改良区 市町村都道
府県等

市町村と連携したまちづくり協議
会

・農村ｺﾐｭﾆﾃｨの活性化に関する
基本方針等を策定し,その実現
に向けた実践活動を実施,実施
予定の団体。
・事業実施計画に基づく事業が
原則3年以内に完了。
・その他,農村振興局長が別に定
める承認基準に適合。

「元気な地域づくり計画」を策定,
ほか

①まちづくり協議会が設立済又
は設立見込みで幅広い主体で
構成される,②一般には未普及
の先駆的な事業,③事業期間完
了後も一定効果の継続が見込
まれる,④交付金の充当可能割
合は総事業費の2/3以下,他

1/2以内 定額(1/2,1/3相当等）
交付金の充当可能割合は総事
業費の2/3以下。(*)

全体
#1

214,613(18年概算決定) 41,526,054(#3) 2,156,913(#3)

平均
#2

委託費：7,500～5,000
交付金：185,000～37,000

農村振興局企画部農村政策課 農村振興局地域整備課 総合環境政策局環境計画課

備考 実施期間 平成18～22年度 実施期間 平成17～21年度

公募は平16,17年度のみ。
(*)市町村の事業を含む事業費
全体で交付金額の2倍以上の事
業が計画される事

#1…各制度における全体予算規模 #2…1地区あるいは1事業あたりの平均額（平16年度）
#3…首相官邸「地域再生に資するものとして各府省庁において政府予算案へ計上されている施策」（平18年2月
17日公表）に記載された予算額

担当課

予算
規模

(千円)

省庁名

制度名

対象

事業主体

主な要件

補助率
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5.6.2. まとめ 
(1) 既存制度からみた中山間地域まちづくり展開のあり方 

現在、国の施策は、三位一体改革の進行や地域再生への取り組みにより、補助金から交付金への

切り替えや制度の統合が進められつつある。なかでも農林水産省の交付金の多くに見られるように、

補助金からの交付金化にあわせて、広く公平に補助金を配分するという従来の考え方から、熱意や

創意工夫がある地域に施策を重点展開するという考え方に立った制度が増える傾向が強くなってい

る。また、今のところは一部の動向ではあるが、制度の対象範囲を広げる動きや、省庁間で施策の

重なる部分が見られたり、さらに省庁間の連携による施策も出てきている。このため、地域におい

て制度の導入を検討する際には、従来の管轄省庁の施策のみに捕らわれるのではなく、異なる視野

から自分達の取り組みを鳥瞰し、適合する制度を見出していくことも有効となる。 
このため、中山間地域を含む地方自治体や地域づくり活動に取り組む民間団体や企業にあっては、

これらの制度改変の動きに日頃からアンテナを張りつつ注視し、変革に適切に対応する能力を備え

ることが求められる。 
 

(2) 既存制度における課題 
各省庁における施策のうちで中山間地域において適用可能な制度は、中山間地域という地域の特

性や社会構造を総合的に踏まえた上で制度設計が行われているものは残念ながら少ない。また、前

述のように補助金から交付金への切り替えや施策の統合という流れにより制度の見直しも進められ

つつあるが、近年の高齢社会や過疎化、耕作放棄地の急増等の進展に対し、既存制度の中にはこれ

ら問題の緊急性が高くない時期の考え方によるものも残されている。 
したがって今後の中山間地域の維持に向けては、医療、教育、文化等を含むトータルの地域政策

として、体系的な施策を確立することが重要である。また、従来は「条件不利地域政策」というマ

イナスの観点からの施策だった考え方を改め、中山間地域が有する価値や魅力、可能性を生かして

いくような施策を組み立てていくことが求められる。 
 

(3) 施策や制度の適切な活用戦略の組立てとプログラム化の必要性 
今後の国土政策における中山間地域の位置づけやその重要性を踏まえた国の取り組みとしては、

各地域が主体的に取り組む中山間地域のまちづくりを包括的に支援する施策・事業・財政の仕組み

づくりが必要である。 
例えば、事例調査において紹介した都岐沙羅パートナーズセンターからの指摘にあるように、コ

ミュニティビジネスのような分野横断的な起業を行う場合に対応してくれる行政の窓口や体制が十

分ではないという課題がある。中山間地域などに関わる諸制度や政策を一元化し、自治体の発案に

基づき各省庁の個別施策・事業・財源をパッケージ化する仕組み（（仮称）中山間地域包括交付金制

度など）の創設を検討していくことが望まれる。 
また、今後は行政以外の地域活動主体の役割が重要になってくるが、それらの行政以外の主体に

おいても地域づくりに関する制度面の情報収集能力を備えることが必要であると同時に、行政の側

でも情報収集や活用、さらには制度の改変・更新状況について、外部からの把握が容易になるよう

な仕組みを構築していくことが望まれる。 
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(4) 中間支援組織としてのまちづくり支援組織の必要性 
多様な主体やその連携によるまちづくりを展開しながら地域全体として価値を高めていくために

は、個々の事業の利害から独立したまちづくりを支援するための中間組織が必要となる。この組織

は、まちづくりの事業を行うことを目的とするのではなく、多様な活動に対して助言や支援を行う

ことを通じて、地域全体としての価値を高めていくことを目的とする。 
しかしながら、この支援組織が必ずしも地域内のすべての事業内容に関与出来るとは限らない。

組織が掲げる地域の価値を共有しない事業が多くなれば、それだけ地域全体としての価値が損なわ

れることが懸念される。したがって、支援組織が出来るだけ多くの事業に対して助言などを行うこ

とが出来るように、事業主体に対するインセンティブを設け、事業主体にとっても支援組織やそれ

が関係する他の事業との連携を図ることによりメリットがもたらされるような仕組みづくり（例え

ば、資金調達支援、専門的なアドバイスなど）が重要である。 
 

(5) 段階的なまちづくり展開の必要性 
こうした仕組みづくりを行ったとしても、中山間地域におけるまちづくりを急速に推進すること

は難しいと考えられる。その理由は、事業が地域の自然やそれと共生した暮らし方などの地域資源

を持続的に活用することを前提としているため、地域の急速な変化はそれらに影響を及ぼしたり、

それを守り育ててきた地元住民の生活自体を大きく変化させ、ひいては地域の価値の低下をもたら

すことが懸念される。また、地元住民の十分な理解がないままに都市住民の価値観に基づいて事業

を進めることにより、新たな地域内の対立などを招くことが懸念される。世田谷区の事例にみられ

るように、中山間地域まちづくりでは、地元住民と都市住民との価値観や目的は異なっても、地域

を守り育てていくことに対する相互理解が醸成されることが重要である。そのためには、相互の交

流を深めていきながら一緒に活動を築き上げていくための一定の期間が必要と考えられる。 
この期間は、地域の状況や地元住民の意識、またそこを訪れる都市住民などの意識やニーズなど

により異なることが想定される。しかし、ターゲットを絞った戦略的な情報戦略を行うことにより、

地域と価値観を共有することが出来る都市住民や企業などとの連携を促進することにより、まちづ

くり展開にかかる期間を短縮することが可能と考えられる。 
 




